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   専決処分の承認を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 

 

 

  

1



 
 

専決処分の承認を求めることについて  

 本市は、草津市税条例の一部を改正する条例について緊急に執行する必要があり、議会を招集

する時間的余裕がなかったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により専第２号で専決処分したから、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し、その承認を

求める。 
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専第 ２ 号 

 

 

草津市税条例の一部を改正する条例の制定について 

草津市税条例の一部を改正する条例を早急に制定する必要が生じたので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年３月３１日 

 

 

 

                                           草津市長 橋 川  渉 
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草津市税条例の一部を改正する条例 

 草津市税条例（昭和４５年草津市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１８条の２ ≪略≫ 

（納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」と

いう。）第１条の９第２号に規定する事項

は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車または２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない理由により、軽軽

自自動動車車税税を滞納している場合においてその

旨とする。 

第１８条の４ ≪略≫ 

（納期限後に納付しまたは納入する税金ま

たは納入金に係る延滞金） 

第１９条 納税者または特別徴収義務者は、

第４０条、第４６条、第４６条の２もしく

は第４６条の５（第５３条の７の２におい

て準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４７条の４第１項（第４７

条の５第３項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）、第４８

条第１項（法第３２１条の８第３４項およ

び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第５３条の７、第６７条、第８３

条第２項、第９８条第１項もしくは第２

項、第１０２条第２項、第１０５条、第１

３９条第１項または第１４５条第３項に規

定する納期限後にその税金を納付し、また

は納入金を納入する場合には、当該税額ま

たは納入金額にその納期限（納期限の延長

のあつたときは、その延長された納期限と

する。以下第１号、第２号および第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付または納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（次に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間な

らびに第５号および第６号に定める日まで

の期間については年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付書によつて納付し、ま

たは納入書によつて納入しなければならな

い。 

第１条～第１８条の２ ≪略≫ 

（納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」と

いう。）第１条の９第２号に規定する事項

は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車または２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない理由により、種種

別別割割を滞納している場合においてその旨と

する。 

第１８条の４ ≪略≫ 

（納期限後に納付しまたは納入する税金ま

たは納入金に係る延滞金） 

第１９条 納税者または特別徴収義務者は、

第４０条、第４６条、第４６条の２もしく

は第４６条の５（第５３条の７の２におい

て準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４７条の４第１項（第４７

条の５第３項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）、第４８

条第１項（法第３２１条の８第３４項およ

び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第５３条の７、第６７条、、第第８８１１

条条のの６６第第１１項項、第８３条第２項、第９８条

第１項もしくは第２項、第１０２条第２

項、第１０５条、第１３９条第１項または

第１４５条第３項に規定する納期限後にそ

の税金を納付し、または納入金を納入する

場合には、当該税額または納入金額にその

納期限（納期限の延長のあつたときは、そ

の延長された納期限とする。以下第１号、

第２号および第５号において同じ。）の翌

日から納付または納入の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（次のの各各

号号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から

第４号までに掲げる期間ならびに第５号お

よび第６号に定める日までの期間について

は年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付書によつて納付し、または納入書によ

つて納入しなければならない。 

4



 
 

改正後 改正前 

(1) ≪略≫ 

(2) 第９８条第１項もしくは第２項の申告

書または第１３９条第１項の申告書に係

る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 

当該税額に係る納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間 

 

(3) 第９８条第１項もしくは第２項の申告

書または第１３９条第１項の申告書でそ

の提出期限後に提出したものに係る税額 

当該提出した日までの期間またはその日

の翌日から１月を経過する日までの期間 

 

(4)～(6) ≪略≫ 

第２０条～第３２条 ≪略≫ 

（所得割の課税標準） 

第３３条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特

定配当等（次項おおよよびび第３４条の１０にお

いて「特定配当等」という。）（（同同号号ロロにに

掲掲げげるるももののをを除除くく。。以以下下ここのの項項ににおおいいてて同同

じじ。。））に係る所得を有する者に係る総所得

金額は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

４～６ ≪略≫ 

第３４条～第７９条 ≪略≫ 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第８０条  軽自動車税は、軽軽自自動動車車等等にに対対

しし、、そそのの所所有有者者にに課課すするる。。  

  

  

  

 

  

  

２２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１

項の規定により軽軽自自動動車車税税を課することが

できない者である場合には、前前項項の規定に

かかわらず、当当該該軽軽自自動動車車等等のの使使用用者者にに軽軽

自自動動車車税税をを課する。ただし、公用または公

共の用に供する軽自動車等については、ここ

のの限限りりででなないい。 

第８０条の２～第８０条の３ ≪略≫ 

（軽自動車税のみなす課税） 

第８１条  軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

(1) ≪略≫ 

(2) 第第８８１１条条のの６６第第１１項項のの申申告告書書、、第９８

条第１項もしくは第２項の申告書または

第１３９条第１項の申告書に係る税額

（第４号に掲げる税額を除く。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間 

(3) 第第８８１１条条のの６６第第１１項項のの申申告告書書、、第９８

条第１項もしくは第２項の申告書または

第１３９条第１項の申告書でその提出期

限後に提出したものに係る税額 当該提

出した日までの期間またはその日の翌日

から１月を経過する日までの期間 

(4)～(6) ≪略≫ 

第２０条～第３２条 ≪略≫ 

（所得割の課税標準） 

第３３条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特

定配当等（以以下下ここのの項項おおよよびび次項ななららびびにに

第３４条の１０において「特定配当等」と

いう。）に係る所得を有する者に係る総所

得金額は、当該特定配当等に係る所得の金

額を除外して算定する。 

 

４～６ ≪略≫ 

第３４条～第７９条 ≪略≫ 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第８０条  軽自動車税は、三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動

車車にに対対しし、、当当該該三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得

者者にに環環境境性性能能割割にによよつつてて、、軽軽自自動動車車等等にに対対

しし、、当当該該軽軽自自動動車車等等のの所所有有者者にに種種別別割割にによよ

つつてて課課すするる。。  

２２ 前前項項にに規規定定すするる三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取

得得者者ににはは、、法法第第４４４４３３条条第第２２項項にに規規定定すするる

者者をを含含ままなないいももののととすするる。。 

３３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１

項の規定により種種別別割割を課することができ

ない者である場合には、第第１１項項の規定にか

かわらず、そそのの使使用用者者にに課する。ただし、

公用または公共の用に供する軽自動車等に

ついては、ここれれをを課課ささなないい。 

 

第８０条の２～第８０条の３ ≪略≫ 

（軽自動車税のみなす課税） 

第８１条  軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保してい
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改正後 改正前 

る場合には、買買主主をを軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。  

 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があつ

たときは、新たに買主となる者を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

第８１条の２ ≪略≫ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

る場合には、軽軽自自動動車車税税のの賦賦課課徴徴収収ににつついい

ててはは、、買買主主をを前前条条第第１１項項にに規規定定すするる三三輪輪以以

上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者（（以以下下ここのの節節ににおおいい

てて「「三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者」」とといい

うう。。））ままたたはは軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。  

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があつ

たときは、新たに買主となる者を三三輪輪以以上上

のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者ままたたはは軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３３ 法法第第４４４４４４条条第第３３項項にに規規定定すするる販販売売業業者者

等等（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「販販売売業業者者等等」」とと

いいうう。。））がが、、そそのの製製造造にによよりり取取得得ししたた三三輪輪

以以上上のの軽軽自自動動車車ままたたははそそのの販販売売ののたためめそそのの

他他運運行行（（道道路路運運送送車車両両法法第第２２条条第第５５項項にに規規

定定すするる運運行行ををいいうう。。次次項項ににおおいいてて同同じじ。。））

以以外外のの目目的的にに供供すするるたためめ取取得得ししたた三三輪輪以以上上

のの軽軽自自動動車車ににつついいてて、、当当該該販販売売業業者者等等がが、、

法法第第４４４４４４条条第第３３項項にに規規定定すするる車車両両番番号号のの

指指定定をを受受けけたた場場合合（（当当該該車車両両番番号号のの指指定定前前

にに第第１１項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけるる売売買買契契約約のの

締締結結がが行行わわれれたた場場合合をを除除くく。。））ににはは、、当当該該

販販売売業業者者等等をを三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者

ととみみななししてて、、環環境境性性能能割割をを課課すするる。。 

４４ 法法のの施施行行地地外外でで三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車をを取取

得得ししたた者者がが、、当当該該三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車をを法法

のの施施行行地地内内にに持持ちち込込んんでで運運行行のの用用にに供供ししたた

場場合合ににはは、、当当該該三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車をを運運行行

のの用用にに供供すするる者者をを三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取

得得者者ととみみななししてて、、環環境境性性能能割割をを課課すするる。。 

第８１条の２ ≪略≫ 

（（環環境境性性能能割割のの課課税税標標準準））  

第第８８１１条条のの３３ 環環境境性性能能割割のの課課税税標標準準はは、、三三

輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得ののたためめにに通通常常要要すす

るる価価額額ととししてて施施行行規規則則第第１１５５条条のの１１００にに定定

めめるるととこころろにによよりり算算定定ししたた金金額額ととすするる。。 

（（環環境境性性能能割割のの税税率率））  

第第８８１１条条のの４４ 次次のの各各号号にに掲掲げげるる三三輪輪以以上上のの

軽軽自自動動車車にに対対ししてて課課すするる環環境境性性能能割割のの税税率率

はは、、当当該該各各号号にに定定めめるる率率ととすするる。。 

((11)) 法法第第４４５５１１条条第第１１項項（（同同条条第第４４項項ままたた

はは第第５５項項ににおおいいてて準準用用すするる場場合合をを含含

むむ。。））のの規規定定のの適適用用をを受受けけるるもものの  １１００

００分分のの１１ 

((22)) 法法第第４４５５１１条条第第２２項項（（同同条条第第４４項項ままたた

はは第第５５項項ににおおいいてて準準用用すするる場場合合をを含含
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改正後 改正前 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽軽自自動動車車税税の税率） 

第８２条 次に掲げる軽自動車等に対して課

する軽軽自自動動車車税税の税率は、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

むむ。。））のの規規定定のの適適用用をを受受けけるるもものの  １１００

００分分のの２２ 

((33)) 法法第第４４５５１１条条第第３３項項のの規規定定のの適適用用をを受受

けけるるもものの  １１００００分分のの３３ 

（（環環境境性性能能割割のの徴徴収収のの方方法法））  

第第８８１１条条のの５５  環環境境性性能能割割のの徴徴収収ににつついいてて

はは、、申申告告納納付付のの方方法法にによよららななけけれればばななららなな

いい。。  

（（環環境境性性能能割割のの申申告告納納付付））  

第第８８１１条条のの６６  環環境境性性能能割割のの納納税税義義務務者者はは、、

法法第第４４５５４４条条第第１１項項各各号号にに掲掲げげるる三三輪輪以以上上

のの軽軽自自動動車車のの区区分分にに応応じじ、、当当該該各各号号にに定定めめ

るる時時ままたたはは日日ままででにに、、施施行行規規則則第第３３３３号号のの

４４様様式式にによよるる申申告告書書をを市市長長にに提提出出すするるとととと

ももにに、、そそのの申申告告にに係係るる環環境境性性能能割割額額をを納納付付

ししななけけれればばななららなないい。。  

２２  三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者（（環環境境性性能能

割割のの納納税税義義務務者者をを除除くく。。））はは、、法法第第４４５５４４

条条第第１１項項各各号号にに掲掲げげるる区区分分にに応応じじ、、当当該該各各

号号にに定定めめるる時時ままたたはは日日ままででにに、、施施行行規規則則第第

３３３３号号のの４４様様式式にによよるる報報告告書書をを市市長長にに提提出出

ししななけけれればばななららなないい。。  

（（環環境境性性能能割割にに係係るる不不申申告告等等にに関関すするる過過

料料））  

第第８８１１条条のの７７  環環境境性性能能割割のの納納税税義義務務者者がが前前

条条のの規規定定にによよりり申申告告しし、、ままたたはは報報告告すすべべきき

事事項項ににつついいてて正正当当なな事事由由ががななくくてて申申告告ままたた

はは報報告告ををししななかかつつたた場場合合ににはは、、そそのの者者にに対対

しし、、１１００万万円円以以下下のの過過料料をを科科すするる。。  

２２  前前項項のの過過料料のの額額はは、、情情状状にによよりり、、市市長長がが

定定めめるる。。  

３３  第第１１項項のの過過料料をを徴徴収収すするる場場合合ににおおいいてて発発

すするる納納入入通通知知書書にに指指定定すすべべきき納納期期限限はは、、そそ

のの発発布布のの日日かからら１１００日日以以内内ととすするる。。  

（（環環境境性性能能割割のの減減免免））  

第第８８１１条条のの８８  市市長長はは、、公公益益ののたためめ直直接接専専用用

すするる三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車ままたたはは第第９９００条条第第

１１項項各各号号にに掲掲げげるる軽軽自自動動車車等等（（三三輪輪以以上上のの

ももののにに限限るる。。））ののううちち必必要要とと認認めめるるももののにに

対対ししててはは、、環環境境性性能能割割をを減減免免すするる。。  

２２  前前項項のの規規定定にによよるる環環境境性性能能割割のの減減免免をを受受

けけるるたためめのの手手続続そそのの他他必必要要なな事事項項ににつついいてて

はは、、規規則則でで定定めめるる。。  

（種種別別割割の税率） 

第８２条 次のの各各号号に掲げる軽自動車等に対

して課する種種別別割割の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 
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改正後 改正前 

(1)～(3) ≪略≫ 

（軽軽自自動動車車税税の賦課期日および納期） 

第８３条 軽軽自自動動車車税税の賦課期日は、４月１

日とする。 

２ 軽軽自自動動車車税税の納期は、５月１１日から同

月３１日までとする。 

３ ≪略≫ 

第８４条 ≪略≫ 

（軽軽自自動動車車税税の徴収の方法） 

第８５条 軽軽自自動動車車税税は、普通徴収の方法に

よつて徴収する。 

第８６条 ≪略≫ 

（軽軽自自動動車車税税に関する申告または報告） 

第８７条 軽軽自自動動車車税税の納税義務者である軽

自動車等の所有者または使用者（以下この

節において「軽自動車等の所有者等」とい

う。）は、軽自動車等の所有者等となつた

日から１５日以内に、軽自動車および二輪

の小型自動車の所有者または使用者にあつ

ては施行規則第第３３３３号号のの４４様様式式による申告

書、原動機付自転車および小型特殊自動車

の所有者または使用者にあつては施行規則

第３３号の５様式による申告書ならびにそ

の者の住所を証明すべき書類を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があつた場合において

は、その事由が生じた日から１５日以内

に、当該変更があつた事項について軽自動

車および二輪の小型自動車の所有者または

使用者にあつては施行規則第第３３３３号号のの４４様様

式式による申告書ならびに原動機付自転車お

よび小型特殊自動車の所有者または使用者

にあつては施行規則第３３号の５様式によ

る申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、次項の規定により申告書を提

出すべき場合については、この限りでな

い。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日

から３０日以内に、軽自動車および二輪の

小型自動車の所有者または使用者にあつて

は施行規則第第３３３３号号のの４４様様式式による申告書

ならびに原動機付自転車および小型特殊自

動車の所有者または使用者にあつては施行

規則第３４号様式による申告書を市長に提

出しなければならない。 

(1)～(3) ≪略≫ 

（種種別別割割の賦課期日および納期） 

第８３条 種種別別割割の賦課期日は、４月１日と

する。 

２ 種種別別割割の納期は、５月１１日から同月３

１日までとする。 

３ ≪略≫ 

第８４条 ≪略≫ 

（種種別別割割の徴収の方法） 

第８５条 種種別別割割は、普通徴収の方法によつ

て徴収する。 

第８６条 ≪略≫ 

（種種別別割割に関する申告または報告） 

第８７条 種種別別割割の納税義務者である軽自動

車等の所有者または使用者（以下この節に

おいて「軽自動車等の所有者等」とい

う。）は、軽自動車等の所有者等となつた

日から１５日以内に、軽自動車および二輪

の小型自動車の所有者または使用者にあつ

ては施行規則第第３３３３号号のの４４のの２２様様式式による

申告書、原動機付自転車および小型特殊自

動車の所有者または使用者にあつては施行

規則第３３号の５様式による申告書ならび

にその者の住所を証明すべき書類を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があつた場合において

は、その事由が生じた日から１５日以内

に、当該変更があつた事項について軽自動

車および二輪の小型自動車の所有者または

使用者にあつては施行規則第第３３３３号号のの４４のの

２２様様式式による申告書ならびに原動機付自転

車および小型特殊自動車の所有者または使

用者にあつては施行規則第３３号の５様式

による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、次項の規定により申告書を

提出すべき場合については、この限りでな

い。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日

から３０日以内に、軽自動車および二輪の

小型自動車の所有者または使用者にあつて

は施行規則第第３３３３号号のの４４のの２２様様式式による申

告書ならびに原動機付自転車および小型特

殊自動車の所有者または使用者にあつては

施行規則第３４号様式による申告書を市長

に提出しなければならない。 
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改正後 改正前 

４ ≪略≫ 

（軽軽自自動動車車税税に係る不申告等に関する過

料） 

第８８条 ≪略≫ 

（軽軽自自動動車車税税の減免） 

第８９条 市長は、公益のため直接専用する

軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、軽軽自自動動車車税税を減免する。 

２ 前項の規定によつて軽軽自自動動車車税税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、当該

軽自動車等について減免を受けようとする

税額および次に掲げる事項を記載した申告

書に減免を必要とする事由を証明する書類

を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。 

(1)～(8) ≪略≫ 

３ 第１項の規定によつて軽軽自自動動車車税税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

（身体障害者等に対する軽軽自自動動車車税税の減

免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等の

うち必要と認めるものに対しては軽軽自自動動車車

税税を減免する。 

(1)～(2) ≪略≫ 

２ 前項第１号の規定によつて軽軽自自動動車車税税の

減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により交付された身体障害者手帳（戦傷病

者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあつては、戦傷病者

手帳とする。以下この項において「身体障

害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定

めるところにより交付された療育手帳（以

下この項において「療育手帳」という。）

または精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条の規定により交付された精神障害者保

健福祉手帳（以下この項において「精神障

害者保健福祉手帳」という。）および道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９

２条の規定により交付された身体障害者も

しくは身体障害者等と生計を一にする者も

４ ≪略≫ 

（種種別別割割に係る不申告等に関する過料） 

 

第８８条 ≪略≫ 

（種種別別割割の減免） 

第８９条 市長は、公益のため直接専用する

軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種種別別割割を減免する。 

２ 前項の規定によつて種種別別割割の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額

および次のの各各号号に掲げる事項を記載した申

告書に減免を必要とする事由を証明する書

類を添付し、これを市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(8) ≪略≫ 

３ 第１項の規定によつて種種別別割割の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合におい

ては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

（身体障害者等に対する種種別別割割の減免） 

 

第９０条 市長は、次のの各各号号に掲げる軽自動

車等のうち必要と認めるものに対しては種種

別別割割を減免する。 

(1)～(2) ≪略≫ 

２ 前項第１号の規定によつて種種別別割割の減免

を受けようとする者は、納期限までに、市

長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）第１５条の規定により

交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けて

いないものにあつては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この

項において「療育手帳」という。）または

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定により交付された精神障害者保健福祉

手帳（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）および道路交通法

（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の

規定により交付された身体障害者もしくは

身体障害者等と生計を一にする者もしくは
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改正後 改正前 

しくは身体障害者等（身体障害者等のみで

構成される世帯の者に限る。）を常時介護

する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）またはこれらの

者の特定免許情報（同法第９５条の２第２

項に規定する特定免許情報をいう。次項に

おいて同じ。）が記録された免許情報記録

個人番号カード（同法第９５条の２第４項

に規定する免許情報記録個人番号カードを

いう。次項において同じ。）を提示すると

ともに、次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して提出しなければならない。 

(1)～(6) ≪略≫  

３ ≪略≫ 

４ 第１項第２号の規定によつて軽軽自自動動車車税税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に市長に対して、当該軽自動車等の提示

（市長が、当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出）をするとともに、前条第２項

各号に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

つて軽軽自自動動車車税税の減免を受けている者につ

いて準用する。 

（原動機付自転車および小型特殊自動車の

標識の交付等） 

第９１条 ≪略≫ 

２ 法第４４５条もしくは第８１条の２また

は第第８８００条条第第２２項項ただし書の規定によつて

軽軽自自動動車車税税を課することのできない原動機

付自転車または小型特殊自動車の所有者ま

たは使用者は、その主たる定置場が、市内

に所在することとなつたときは、その事由

が発生した日から１５日以内に、市長に対

し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該

原動機付自転車または小型特殊自動車の提

示をして、その車体に取り付けるべき標識

の交付を受けなければならない。軽軽自自動動車車

税税を課されるべき原動機付自転車または小

型特殊自動車が法第４４５条もしくは第８

１条の２または第第８８００条条第第２２項項ただし書の

規定によつて軽軽自自動動車車税税を課されないこと

となつたときにおける当該原動機付自転車

または小型特殊自動車の所有者または使用

者についても、また、同様とする。 

身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ

れる世帯の者に限る。）を常時介護する者

の運転免許証（以下この項において「運転

免許証」という。）またはこれらの者の特

定免許情報（同法第９５条の２第２項に規

定する特定免許情報をいう。次項において

同じ。）が記録された免許情報記録個人番

号カード（同法第９５条の２第４項に規定

する免許情報記録個人番号カードをいう。

次項において同じ。）を提示するととも

に、次のの各各号号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類

を添付して提出しなければならない。 

(1)～(6) ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

４ 第１項第２号の規定によつて種種別別割割の減

免を受けようとする者は、納期限までに市

長に対して、当該軽自動車等の提示（市長

が、当該軽自動車等の提示に代わると認め

る書類の提出がある場合には、当該書類の

提出）をするとともに、前条第２項各号に

掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

つて種種別別割割の減免を受けている者について

準用する。 

（原動機付自転車および小型特殊自動車の

標識の交付等） 

第９１条 ≪略≫ 

２ 法第４４５条もしくは第８１条の２また

は第第８８００条条第第３３項項ただし書の規定によつて

種種別別割割を課することのできない原動機付自

転車または小型特殊自動車の所有者または

使用者は、その主たる定置場が、市内に所

在することとなつたときは、その事由が発

生した日から１５日以内に、市長に対し、

標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動

機付自転車または小型特殊自動車の提示を

して、その車体に取り付けるべき標識の交

付を受けなければならない。種種別別割割を課さ

れるべき原動機付自転車または小型特殊自

動車が法第４４５条もしくは第８１条の２

または第第８８００条条第第３３項項ただし書の規定によ

つて種種別別割割を課されないこととなつたとき

における当該原動機付自転車または小型特

殊自動車の所有者または使用者について

も、また、同様とする。 

10



 
 

改正後 改正前 

３～６ ≪略≫ 

７ 第２項の標識および第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車また

は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に

所在しないこととなつたとき、当該原動機

付自転車または小型特殊自動車を所有し、

もしくは使用しないこととなつたときまた

は当該原動機付自転車または小型特殊自動

車に対して軽軽自自動動車車税税が課されることとな

つたときは、その事由が発生した日から１

５日以内に、市長に対し、その標識および

証明書を返納しなければならない。 

８～９ ≪略≫ 

第９２条～第１５５条 ≪略≫ 

付 則 

第１条～第４条の２ ≪略≫ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３～６ ≪略≫ 

７ 第２項の標識および第３項の証明書の交

付を受けた者は、当該原動機付自転車また

は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に

所在しないこととなつたとき、当該原動機

付自転車または小型特殊自動車を所有し、

もしくは使用しないこととなつたときまた

は当該原動機付自転車または小型特殊自動

車に対して種種別別割割が課されることとなつた

ときは、その事由が発生した日から１５日

以内に、市長に対し、その標識および証明

書を返納しなければならない。 

８～９ ≪略≫ 

第９２条～第１５５条 ≪略≫ 

付 則 

第１条～第４条の２ ≪略≫ 

（（個個人人のの市市民民税税のの住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額控控

除除））  

第第４４条条のの３３  平平成成２２００年年度度かからら平平成成２２８８年年度度

ままででのの各各年年度度分分のの個個人人のの市市民民税税にに限限りり、、所所

得得割割のの納納税税義義務務者者がが前前年年分分のの所所得得税税ににつつきき

租租税税特特別別措措置置法法第第４４１１条条ままたたはは第第４４１１条条のの

２２のの２２のの規規定定のの適適用用をを受受けけたた場場合合（（同同法法第第

４４１１条条第第１１項項にに規規定定すするる居居住住年年（（次次条条ににおお

いいてて「「居居住住年年」」とといいうう。。））がが平平成成１１１１年年かか

らら平平成成１１８８年年ままででのの各各年年ででああるる場場合合にに限限

るる。。））ににおおいいててはは、、法法附附則則第第５５条条のの４４第第６６

項項にに規規定定すするるととこころろにによよりり控控除除すすべべきき額額

（（第第３３項項ににおおいいてて「「市市民民税税のの住住宅宅借借入入金金等等

特特別別税税額額控控除除額額」」とといいうう。。））をを、、当当該該納納税税

義義務務者者のの第第３３４４条条のの３３おおよよびび第第３３４４条条のの６６

のの規規定定をを適適用用ししたた場場合合のの所所得得割割のの額額かからら控控

除除すするる。。  

２２  前前項項のの規規定定のの適適用用ががああるる場場合合ににおおけけるる第第

３３４４条条のの９９おおよよびび第第３３４４条条のの１１００第第１１項項のの

規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、第第３３４４条条のの９９中中

「「前前条条」」ととああるるののはは「「前前条条ななららびびにに付付則則第第

４４条条のの３３第第１１項項」」とと、、同同項項中中「「前前２２条条」」とと

ああるるののはは「「前前２２条条ななららびびにに付付則則第第４４条条のの３３

第第１１項項」」ととすするる。。  

３３  第第１１項項のの規規定定はは、、市市民民税税のの所所得得割割のの納納税税

義義務務者者がが、、当当該該年年度度のの初初日日のの属属すするる年年のの３３

月月１１５５日日ままででにに、、施施行行規規則則でで定定めめるるととこころろ

にによよりり、、同同項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすす

るる旨旨おおよよびび市市民民税税のの住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額

控控除除額額のの控控除除にに関関すするる事事項項をを記記載載ししたた市市民民

税税住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額控控除除申申告告書書（（そそのの
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改正後 改正前 

  

  

  

  

  

  

（（個個人人のの市市民民税税のの住住宅宅借借入入金金等等特特別別税税額額控控

除除））  

第第４４条条のの３３ 平成２２年度から令和２０年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第４１条または第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同同法法第第

４４１１条条第第１１項項にに規規定定すするる居居住住年年がが平成２１

年から令和７年までの各年である場合に限

る。）ににはは、、法法附附則則第第５５条条のの４４第第５５項項（同

条第７項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第３４

条の３および第３４条の６の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

 

 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

３４条の９および第３４条の１０第１項の

規定の適用については、第３４条の９中

「前条」とあるのは「前条ならびに付則第第

４４条条のの３３第第１１項項」と、第３４条の１０第１

項中「前２条」とあるのは「前２条ならび

に付則第第４４条条のの３３第第１１項項」とする。 

 

第４条の４～第４条の８ ≪略≫ 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第５条 昭和５７年度から令令和和１１２２年年度度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第６条第４項に規定する場合において、第

３６条の２第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたものおよ

びその時までに提出された第３６条の３第

１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについて、

やむを得ない理由があると市長が認めると

提提出出期期限限後後ににおおいいてて市市民民税税のの納納税税通通知知書書がが

送送達達さされれるる時時ままででにに提提出出さされれたたももののをを含含

むむ。。））をを、、市市長長にに提提出出ししたた場場合合（（法法附附則則第第

５５条条のの４４第第９９項項のの規規定定にによよりり税税務務署署長長をを経経

由由ししてて提提出出ししたた場場合合をを含含むむ。。））にに限限りり、、適適

用用すするる。。  

  

  

第第４４条条のの３３のの２２ 平成２２年度から令和２０

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第４１条または第４

１条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居居住住年年がが平平成成１１１１年年かからら平平成成１１８８年年ままでで

ままたたはは平成２１年から令和７年までの各年

である場合に限る。）ににおおいいてて、、前前条条第第１１

項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけなないいととききはは、、法法附附則則

第第５５条条のの４４のの２２第第５５項項（同条第７項の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべき

額を、当該納税義務者の第３４条の３およ

び第３４条の６の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

３４条の９および第３４条の１０第１項の

規定の適用については、第３４条の９中

「前条」とあるのは「前条ならびに付則第第

４４条条のの３３のの２２第第１１項項」と、第３４条の１０

第１項中「前２条」とあるのは「前２条な

らびに付則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項」とす

る。 

第４条の４～第４条の８ ≪略≫ 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第５条 昭和５７年度から令令和和９９年年度度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第３

６条の２第１項の規定による申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたものおよび

その時までに提出された第３６条の３第１

項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについて、

やむを得ない理由があると市長が認めると
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きを含む。次項において同じ。）は、当該

事業所得に係る市民税の所得割の額を免除

する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場

合において、第３６条の２第１項の規定に

よる申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第２項第２号に規定する事

業所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る市

民税の所得割の額は、第３３条から第３４

条の３まで、第３４条の６、第３４条の

８、第３４条の９、付則第４条第１項、付

則第４条の３第１項および付則第４条の４

の規定にかかわらず、法附則第６条第５項

各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

３ ≪略≫ 

第６条～第７条 ≪略≫ 

 （固定資産税に係る法附則第１５条第２項

第１号等の条例で定める割合） 

第７条の２ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第１１３３

項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、５分の３とする。 

４ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２００

項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

５ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２１１

項項第第１１号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

６ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２１１

項項第第２２号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

７ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２１１

項項第第３３号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

８ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２２２

項項第第１１号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

９ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２２２

項項第第２２号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

１０ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第１１号号イイに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

きを含む。次項において同じ。）は、当該

事業所得に係る市民税の所得割の額を免除

する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場

合において、第３６条の２第１項の規定に

よる申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第２項第２号に規定する事

業所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る市

民税の所得割の額は、第３３条から第３４

条の３まで、第３４条の６、第３４条の

８、第３４条の９、付則第４条第１項、付

則第４条の３第１項、、付付則則第第４４条条のの３３のの２２

第第１１項項および付則第４条の４の規定にかか

わらず、法附則第６条第５項各号に掲げる

金額の合計額とすることができる。 

３ ≪略≫ 

第６条～第７条 ≪略≫ 

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項

第１号等の条例で定める割合） 

第７条の２ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第１１４４

項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、５分の３とする。 

４ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２１１

項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

５ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２２２

項項第第１１号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

６ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２２２

項項第第２２号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

７ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２２２

項項第第３３号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

８ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２３３

項項第第１１号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

９ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２３３

項項第第２２号号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

１０ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第１１号号イイに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、
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２２分分のの１１とする。 

１１ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第１１号号ロロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

２２分分のの１１とする。 

１２ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第１１号号ハハに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

２２分分のの１１とする。 

１３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第１１号号ニニに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

２２分分のの１１とする。 

１４ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第２２号号に規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、５５

分分のの３３とする。 

１５ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第３３号号イイに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

３３分分のの２２とする。 

１６ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第３３号号ロロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

３３分分のの２２とする。 

１７ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

４４項項第第４４号号に規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、４

分の３とする。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

  
１１８８ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

７７項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１１９９ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

１１項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

３３分分のの２２とする。 

１１ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第１１号号ロロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

３３分分のの２２とする。 

１２ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第１１号号ハハに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

３３分分のの２２とする。 

１３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第１１号号ニニに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

３３分分のの２２とする。 

１４ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第２２号号に規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は、７７

分分のの６６とする。 

１５ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第３３号号イイに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

４４分分のの３３とする。 

１６ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第３３号号ロロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

４４分分のの３３とする。 

１７ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第３３号号ハハに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

１１８８ 固固定定資資産産税税にに係係るる法法附附則則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第４４号号イイにに規規定定すするる設設備備ににつついいてて同同号号

にに規規定定すするる市市町町村村のの条条例例でで定定めめるる割割合合はは、、

２２分分のの１１ととすするる。。 

１１９９ 固固定定資資産産税税にに係係るる法法附附則則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第４４号号ロロにに規規定定すするる設設備備ににつついいてて同同号号

にに規規定定すするる市市町町村村のの条条例例でで定定めめるる割割合合はは、、

２２分分のの１１ととすするる。。 

２２００ 固固定定資資産産税税にに係係るる法法附附則則第第１１５５条条第第２２

５５項項第第４４号号ハハにに規規定定すするる設設備備ににつついいてて同同号号

にに規規定定すするる市市町町村村のの条条例例でで定定めめるる割割合合はは、、

２２分分のの１１ととすするる。。 

２２１１ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第２２

８８項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

２２２２ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

２２項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 
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改正後 改正前 

２２００ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

５５項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

２２１１ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

６６項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

２２２２ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

９９項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

２２３３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第４４

００項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

２２４４～２２５５ ≪略≫ 

２２６６  固固定定資資産産税税にに係係るる法法附附則則第第１１５５条条のの１１

１１第第１１項項にに規規定定すするる市市町町村村のの条条例例でで定定めめるる

割割合合はは、、３３分分のの１１ととすするる。。  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第７条の３ ≪略≫ 

２～６ ≪略≫ 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第第１１２２条条第第１１７７項項に規定する従前

の家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1)～(3) ≪略≫ 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類およ

び当該耐震改修後の家屋が令附則第第１１２２条条

第第２２００項項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(6) ≪略≫ 

９ ≪略≫ 

(1)～(3) ≪略≫ 

(4) 令附則第第１１２２条条第第２２４４項項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名および当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) ≪略≫ 

２２３３ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

６６項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

２２４４ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第３３

７７項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

２２５５ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第４４

００項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

２２６６ 固定資産税に係る法附則第第１１５５条条第第４４

１１項項に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

２２７７～２２８８ ≪略≫ 

 

 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第７条の３ ≪略≫ 

２～６ ≪略≫ 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第第１１２２条条第第１１６６項項に規定する従前

の家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1)～(3) ≪略≫ 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類およ

び当該耐震改修後の家屋が令附則第第１１２２条条

第第１１９９項項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(6) ≪略≫ 

９ ≪略≫ 

(1)～(3) ≪略≫ 

(4) 令附則第第１１２２条条第第２２３３項項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名および当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) ≪略≫ 
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改正後 改正前 

(6) 居住安全改修工事に要した費用ならび

に令附則第第１１２２条条第第２２５５項項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費および介護

予防住宅改修費 

(7) ≪略≫ 

１０ ≪略≫ 

(1)～(4) ≪略≫ 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用お

よび令附則第第１１２２条条第第３３２２項項に規定する

補助金等 

(6) ≪略≫ 

１１ ≪略≫ 

１２ ≪略≫ 

(1)～(4) ≪略≫ 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用お

よび令附則第第１１２２条条第第３３２２項項に規定する

補助金等 

(6) ≪略≫ 

１３～１４ ≪略≫ 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１８項に規定する補

助に係る補助金確定通知書の写し、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条または附則第３条

第１項の規定による報告の写しおよび当該

耐震改修後の家屋が令附則第第１１２２条条第第２２００

項項に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) ≪略≫ 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改改修修特特

別別特特定定建建築築物物について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施施行行規規則則附附則則第第７７条条のの２２第第１１項項にに規規定定すす

るる補補助助にに係係るる補補助助金金確確定定通通知知書書のの写写ししおおよよ

びび高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑化化のの促促

進進にに関関すするる法法律律（（平平成成１１８８年年法法律律第第９９１１

号号））第第１１４４条条第第１１項項にに規規定定すするる建建築築物物移移動動

等等円円滑滑化化基基準準（（同同条条第第３３項項のの条条例例でで付付加加しし

たた事事項項をを含含むむ。。））ままたたはは同同法法第第１１７７条条第第３３

項項第第１１号号にに規規定定すするる同同法法第第２２条条第第２２００号号にに

(6) 居住安全改修工事に要した費用ならび

に令附則第第１１２２条条第第２２４４項項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費および介護

予防住宅改修費 

(7) ≪略≫ 

１０ ≪略≫ 

(1)～(4) ≪略≫ 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用お

よび令附則第第１１２２条条第第３３１１項項に規定する

補助金等 

(6) ≪略≫ 

１１ ≪略≫ 

１２ ≪略≫ 

(1)～(4) ≪略≫ 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用お

よび令附則第第１１２２条条第第３３１１項項に規定する

補助金等 

(6) ≪略≫ 

１３～１４ ≪略≫ 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１８項に規定する補

助に係る補助金確定通知書の写し、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条または附則第３条

第１項の規定による報告の写しおよび当該

耐震改修後の家屋が令附則第第１１２２条条第第１１９９

項項に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(6) ≪略≫ 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改改修修実実

演演芸芸術術公公演演施施設設について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定する

利便性等向上改修工事が完了した日から３

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑化化のの

促促進進にに関関すするる法法律律施施行行規規則則（（平平成成１１８８年年国国

土土交交通通省省令令第第１１１１００号号））第第１１００条条第第２２項項にに

規規定定すするる通通知知書書のの写写ししおおよよびび主主ととししてて劇劇

場場、、音音楽楽堂堂等等のの活活性性化化にに関関すするる法法律律（（平平成成

２２４４年年法法律律第第４４９９号号））第第２２条条第第２２項項にに規規定定

すするる実実演演芸芸術術のの公公演演のの用用にに供供すするる施施設設ででああ

るる旨を証する書類を添付して市長に提出し
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規規定定すするる建建築築物物特特定定施施設設のの構構造造及及びび配配置置にに

関関すするる基基準準にに適適合合すするる旨を証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(2) ≪略≫ 

(3)  家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第第５５条条各各号号にに掲掲げげ

るる特特別別特特定定建建築築物物（（高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの

移移動動等等のの円円滑滑化化のの促促進進にに関関すするる法法律律第第１１

４４条条第第３３項項のの条条例例でで定定めめるる同同法法第第２２条条第第

１１８８号号にに規規定定すするる特特定定建建築築物物をを含含むむ。。））

のいずれに該当するかの別  

(4)～(6) ≪略≫ 

第８条～第１２条 ≪略≫ 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

なければならない。 

 

 

(1)～(2) ≪略≫ 

 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第第５５条条第第３３号号にに規規

定定すするる劇劇場場ももししくくはは演演芸芸場場ままたたはは同同条条第第

４４号号にに規規定定すするる集集会会場場ももししくくはは公公会会堂堂の

いずれに該当するかの別 

 

 

(4)～(6) ≪略≫ 

第８条～第１２条 ≪略≫ 

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの非非課課税税のの範範囲囲

のの特特例例））  

第第１１２２条条のの２２  市市長長はは、、当当分分のの間間、、第第８８１１条条

のの２２のの規規定定ににかかかかわわららずず、、県県知知事事がが自自動動車車

税税のの環環境境性性能能割割のの納納税税義義務務をを免免除除すするる自自動動

車車にに相相当当すするるももののととししてて市市長長がが定定めめるる三三輪輪

以以上上のの軽軽自自動動車車にに対対ししててはは、、軽軽自自動動車車税税のの

環環境境性性能能割割をを課課ささなないい。。  

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの賦賦課課徴徴収収のの特特

例例））  

第第１１２２条条のの２２のの２２  軽軽自自動動車車のの環環境境性性能能割割のの

賦賦課課徴徴収収はは、、当当分分のの間間、、第第１１章章第第２２節節のの規規

定定ににかかかかわわららずず、、県県がが、、自自動動車車税税のの環環境境性性

能能割割のの賦賦課課徴徴収収のの例例にによよりり、、行行ううももののととすす

るる。。  

２２  県県知知事事はは、、当当分分のの間間、、前前項項のの規規定定にによよりり

行行うう軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの賦賦課課徴徴収収にに

関関しし、、三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車がが法法第第４４４４６６条条

第第１１項項（（同同条条第第２２項項ままたたはは第第３３項項ににおおいいてて

準準用用すするる場場合合をを含含むむ。。））ままたたはは法法第第４４５５１１

条条第第１１項項ももししくくはは第第２２項項（（ここれれららのの規規定定をを

同同条条第第４４項項ままたたはは第第５５項項ににおおいいてて準準用用すするる

場場合合をを含含むむ。。））のの適適用用をを受受けけるる三三輪輪以以上上のの

軽軽自自動動車車にに該該当当すするるかかどどううかかのの判判断断ををすするる

ととききはは、、国国土土交交通通大大臣臣のの認認定定等等（（法法附附則則第第

２２９９条条のの９９第第３３項項にに規規定定すするる国国土土交交通通大大臣臣

のの認認定定等等ををいいうう。。次次項項ににおおいいてて同同じじ。。））にに

基基づづきき当当該該判判断断ををすするるももののととすするる。。  

３３  県県知知事事はは、、当当分分のの間間、、第第１１項項のの規規定定にによよ

りり賦賦課課徴徴収収をを行行うう軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割

ににつつきき、、そそのの納納付付すすべべきき額額ににつついいてて不不足足額額

ががああるるここととをを付付則則第第１１２２条条のの４４のの規規定定にによよ

りり読読みみ替替ええらられれたた第第８８１１条条のの６６第第１１項項のの納納
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期期限限（（納納期期限限のの延延長長ががああつつたた時時はは、、そそのの延延

長長さされれたた納納期期限限））後後ににおおいいてて知知つつたた場場合合にに

おおいいてて、、当当該該事事実実がが生生じじたた原原因因がが、、国国土土交交

通通大大臣臣のの認認定定等等のの申申請請ををししたた者者がが偽偽りりそそのの

他他不不正正のの手手段段（（当当該該申申請請ををししたた者者にに当当該該申申

請請にに必必要要なな情情報報をを直直接接ままたたはは間間接接にに提提供供しし

たた者者のの偽偽りりそそのの他他不不正正のの手手段段をを含含むむ。。））にに

よよりり国国土土交交通通大大臣臣のの認認定定等等をを受受けけたたここととをを

事事由由ととししてて国国土土交交通通大大臣臣がが当当該該国国土土交交通通大大

臣臣のの認認定定等等をを取取りり消消ししたたここととにによよるるももののでで

ああるるととききはは、、当当該該申申請請ををししたた者者ままたたははそそのの

一一般般承承継継人人をを当当該該不不足足額額にに係係るる三三輪輪以以上上のの

軽軽自自動動車車ににつついいてて法法附附則則第第２２９９条条のの１１１１のの

規規定定にによよりりそそのの例例にによよるるここととととさされれたた法法第第

１１６６１１条条第第１１項項にに規規定定すするる申申告告書書をを提提出出すす

べべきき当当該該三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車のの取取得得者者ととみみ

ななししてて、、軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割にに関関すするる

規規定定をを適適用用すするる。。  

４４  前前項項のの規規定定のの適適用用ががああるる場場合合ににおおけけるる納納

付付すすべべきき軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの額額はは、、

同同項項のの不不足足額額にに、、ここれれにに１１００００分分のの３３５５のの

割割合合をを乗乗じじてて計計算算ししたた金金額額をを加加算算ししたた金金額額

ととすするる。。  

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの減減免免のの特特例例））  

第第１１２２条条のの３３  市市長長はは、、当当分分のの間間、、第第８８１１条条

のの８８のの規規定定ににかかかかわわららずず、、県県知知事事がが自自動動車車

税税のの環環境境性性能能割割をを減減免免すするる自自動動車車にに相相当当すす

るるももののととししてて市市長長がが定定めめるる三三輪輪以以上上のの軽軽自自

動動車車にに対対ししててはは、、軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割

をを減減免免すするる。。  

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの申申告告納納付付のの特特

例例））  

第第１１２２条条のの４４  第第８８１１条条のの６６のの規規定定にによよるる申申

告告納納付付ににつついいててはは、、当当分分のの間間、、同同条条中中「「市市

長長」」ととああるるののはは、、「「県県知知事事」」ととすするる。。  

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割にに係係るる徴徴収収取取扱扱

費費のの交交付付））  

第第１１２２条条のの５５  市市はは、、県県がが軽軽自自動動車車税税のの環環境境

性性能能割割のの賦賦課課徴徴収収にに関関すするる事事務務をを行行ううたためめ

にに要要すするる費費用用をを補補償償すするるたためめ、、法法附附則則第第２２

９９条条のの１１６６第第１１項項にに掲掲げげるる金金額額のの合合計計額額

をを、、徴徴収収取取扱扱費費ととししてて県県にに交交付付すするる。。  

（（軽軽自自動動車車税税のの環環境境性性能能割割のの税税率率のの特特例例））  

第第１１２２条条のの６６  営営業業用用のの三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車

にに対対すするる第第８８１１条条のの４４のの規規定定のの適適用用ににつついい

ててはは、、当当分分のの間間、、次次のの表表のの左左欄欄にに掲掲げげるる同同

条条のの規規定定中中同同表表のの中中欄欄にに掲掲げげるる字字句句はは、、そそ

18



 
 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の道道路路運運送送車車両両法法第第６６００条条第第１１項項後後

段段のの規規定定にによよるる車両番号の指定（次項おおよよ

びび第第３３項項において「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた月から起算して１４年を

経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税に係る第８２条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
２ 法附則第３０条第２項第１号および第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令令和和７７年年４４月月１１日日かからら令令和和１１００年年３３

月月３３１１日日ままででの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受

ける三輪以上の同同項項に規定するガソリン軽

自動車（以下この項において「ガソリン軽

自動車」という。）（営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令令和和

７７年年４４月月１１日日から令和８年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、令令和和８８年年度度分分の軽自動車税に限り、同

条第２号イ(2)中「３，９００円」とあるの

は「２，０００円」と、同号イ(3)(i)中

「６，９００円」とあるのは「３，５００

円」とする。 

れれぞぞれれ同同表表のの右右欄欄にに掲掲げげるる字字句句ととすするる。。  
第第１１号号  １１００００分分のの１１  １１００００分分のの

００．．５５  

第第２２号号  １１００００分分のの２２  １１００００分分のの１１  

第第３３号号  １１００００分分のの３３  １１００００分分のの２２  

２２  自自家家用用のの三三輪輪以以上上のの軽軽自自動動車車にに対対すするる第第

８８１１条条のの４４（（第第３３号号にに係係るる部部分分にに限限るる。。））

のの規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、当当分分のの間間、、同同号号

中中「「１１００００分分のの３３」」ととああるるののはは、、「「１１００００

分分のの２２」」ととすするる。。  

（軽自動車税のの種種別別割割の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法法第第４４４４４４条条第第３３項項にに規規定定すするる車

両番号の指定（次項かからら第第４４項項ままででにおい

て「初回車両番号指定」という。）を受け

た月から起算して１４年を経過した月の属

する年度以後の年度分の軽自動車税のの種種別別

割割に係る第８２条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
２ 法附則第３０条第２項第１号および第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令令和和４４年年４４月月１１日日かからら令令和和８８年年３３月月

３３１１日日ままででの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車税

のの種種別別割割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受

ける三輪以上の法法第第４４４４６６条条第第１１項項第第３３号号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項

おおよよびび次次項項において「ガソリン軽自動車」

という。）（営業用の乗用のものに限

る。）に対する第８２条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が令令和和４４年年

４４月月１１日日から令和８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当当

該該初初回回車車両両番番号号指指定定をを受受けけたた日日のの属属すするる年年

度度のの翌翌年年度度分分の軽自動車税のの種種別別割割に限

り、同条第２号イ(2)中「３，９００円」と

あるのは「２，０００円」と、同号イ
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（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１３条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項ままたたはは第第３３項項の規定の適用を受ける三輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額につ

いて不足額があることを第８３条第２項の

納期限（納期限の延長があつたときは、そ

の延長された納期限）後において知つた場

合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接または間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をした者ま

たはその一般承継人を賦課期日現在におけ

る当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の

所有者とみなして、軽自動車税に関する規

定（第８７条および第８８条の規定を除

く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額

に、これに１００分の３５の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

(3)(i)中「６，９００円」とあるのは

「３，５００円」とする。 

４４  法法附附則則第第３３００条条第第４４項項のの規規定定のの適適用用をを受受

けけるる三三輪輪以以上上ののガガソソリリンン軽軽自自動動車車（（前前項項のの

規規定定のの適適用用をを受受けけるるももののをを除除きき、、営営業業用用のの

乗乗用用ののももののにに限限るる。。））にに対対すするる第第８８２２条条のの

規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、当当該該ガガソソリリンン軽軽自自

動動車車がが令令和和４４年年４４月月１１日日かからら令令和和７７年年３３月月

３３１１日日ままででのの間間にに初初回回車車両両番番号号指指定定をを受受けけ

たた場場合合ににはは、、当当該該初初回回車車両両番番号号指指定定をを受受けけ

たた日日のの属属すするる年年度度のの翌翌年年度度分分のの軽軽自自動動車車税税

のの種種別別割割にに限限りり、、同同条条第第２２号号イイ((22))中中「「３３，，

９９００００円円」」ととああるるののはは「「３３，，００００００円円」」

とと、、同同号号イイ((33))((ii))中中「「６６，，９９００００円円」」ととああ

るるののはは「「５５，，２２００００円円」」ととすするる。。  

（軽自動車税のの種種別別割割の賦課徴収の特例） 

第１３条の２ 市長は、軽自動車税のの種種別別割割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項かからら第第４４項項ままででの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税のの種種別別割割

の額について不足額があることを第８３条

第２項の納期限（納期限の延長があつたと

きは、その延長された納期限）後において

知つた場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接または

間接に提供した者の偽りその他不正の手段

を含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣が当

該国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした

者またはその一般承継人を賦課期日現在に

おける当該不足額に係る三輪以上の軽自動

車の所有者とみなして、軽自動車税のの種種別別

割割に関する規定（第８７条および第８８条

の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税のの種種別別割割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の３５の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす
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改正後 改正前 

 

第１３条の２の２ ≪略≫ 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

第１３条の３ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項おおよよびび付則第４条の３第１項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第１３条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４

条の８第１項前段、第３４条の９、第３

４条の１０第１項、付則第４条第１項おお

よよびび付則第４条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額ならびに付

則第１３条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の８第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額および付則第１３条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第１３条の４ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項おおよよびび付則第４条の３第１項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第１３条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４

条の８第１項前段、第３４条の９、第３

４条の１０第１項、付則第４条第１項おお

よよびび付則第４条の３第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額ならびに付

則第１３条の４第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の８第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

る。 

第１３条の２の２ ≪略≫ 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

第１３条の３ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項、、付則第４条の３第１項おおよよ

びび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第１３条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の８第１

項前段、第３４条の９、第３４条の１０

第１項、付則第４条第１項、、付則第４条

の３第１項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第

１１項項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額ならびに付則第１３条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の８第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第１３条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第１３条の４ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項、、付則第４条の３第１項おおよよ

びび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第１３条の４第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の８第１

項前段、第３４条の９、第３４条の１０

第１項、付則第４条第１項、、付則第４条

の３第１項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第

１１項項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額ならびに付則第１３条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、
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改正後 改正前 

得割の額および付則第１３条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

４ ≪略≫ 

第１４条 ≪略≫ 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第１１３３

項項の条例で定める割合） 

第１４条の２ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第１１３３項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、５分の３とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３１１

項項の条例で定める割合） 

第１４条の３ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３１１項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、３分の２とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３５５

項項の条例で定める割合） 

第１４条の４ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３５５項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、３分の２とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３６６

項項の条例で定める割合） 

第１４条の５ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３６６項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、２分の１とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第４４００

項項の条例で定める割合） 

第１４条の６ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第４４００項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、４分の３とする。 

（（都都市市計計画画税税にに係係るる法法附附則則第第１１５５条条のの１１１１

第第１１項項のの条条例例でで定定めめるる割割合合））  

第第１１４４条条のの７７ 都都市市計計画画税税にに係係るる法法附附則則第第１１

５５条条のの１１１１第第１１項項にに規規定定すするる市市町町村村のの条条例例

でで定定めめるる割割合合はは、、３３分分のの１１ととすするる。。 

（改改修修特特別別特特定定建建築築物物に対する都市計画税

の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１５条 法附則第１５条の１１第１項の改改

修修特特別別特特定定建建築築物物について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、同項に規定す

る利便性等向上改修工事が完了した日から

３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施施行行規規則則附附則則第第７７条条のの２２第第１１項項にに規規

定定すするる補補助助にに係係るる補補助助金金確確定定通通知知書書のの写写しし

第３４条の８第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第１３条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫  

４ ≪略≫ 

第１４条 ≪略≫ 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第１１４４

項項の条例で定める割合） 

第１４条の２ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第１１４４項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、５分の３とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３２２

項項の条例で定める割合） 

第１４条の３ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３２２項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、３分の２とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３６６

項項の条例で定める割合） 

第１４条の４ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３６６項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、３分の２とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第３３７７

項項の条例で定める割合） 

第１４条の５ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第３３７７項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、２分の１とする。 

（都市計画税に係る法附則第第１１５５条条第第４４１１

項項の条例で定める割合） 

第１４条の６ 都市計画税に係る法附則第第１１

５５条条第第４４１１項項に規定する市町村の条例で定

める割合は、４分の３とする。 

 

 

 

 

 

（改改修修実実演演芸芸術術公公演演施施設設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

第１５条 法附則第１５条の１１第１項の改改

修修実実演演芸芸術術公公演演施施設設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、同項に規定

する利便性等向上改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑

化化のの促促進進にに関関すするる法法律律施施行行規規則則第第１１００条条第第
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改正後 改正前 

おおよよびび高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑化化

のの促促進進にに関関すするる法法律律第第１１４４条条第第１１項項にに規規定定

すするる建建築築物物移移動動等等円円滑滑化化基基準準（（同同条条第第３３項項

のの条条例例でで付付加加ししたた事事項項をを含含むむ。。））ままたたはは同同

法法第第１１７７条条第第３３項項第第１１号号にに規規定定すするる同同法法第第

２２条条第第２２００号号にに規規定定すするる建建築築物物特特定定施施設設のの

構構造造及及びび配配置置にに関関すするる基基準準にに適適合合すするる旨を

証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1)～(2) ≪略≫ 

(3)  家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第５条各各号号にに掲掲げげ

るる特特別別特特定定建建築築物物（（高高齢齢者者、、障障害害者者等等のの

移移動動等等のの円円滑滑化化のの促促進進にに関関すするる法法律律第第１１

４４条条第第３３項項のの条条例例でで定定めめるる同同法法第第２２条条第第

１１８８号号にに規規定定すするる特特定定建建築築物物をを含含むむ。。））

のいずれに該当するかの別  

(4)～(6) ≪略≫ 

第１５条の２～第１７条の２ ≪略≫ 

（読替規定） 

第１８条 法附則第１５条第１項、第第８８項項、、

第第１１２２項項かからら第第１１６６項項ままでで、、第第１１８８項項、、第第

１１９９項項、、第第２２３３項項、、第第２２６６項項、、第第３３００項項かか

らら第第３３２２項項ままでで、、第第３３５５項項、、第第３３６６項項、、第第

４４００項項ももししくくはは第第４４３３項項、第１５条の２第

２項、第１５条の３または第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５１条第２項中「または第３３

項」とあるのは「もしくは第３３項または

附則第１５条から第１５条の３までもしく

は第６３条」とする。 

第１９条～第２０条の２ ≪略≫ 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第２１条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項おおよよびび付則第４条の３第１項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第２１条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の

８第１項前段、第３４条の９、第３４条

２２項項にに規規定定すするる通通知知書書のの写写ししおおよよびび主主ととしし

てて劇劇場場、、音音楽楽堂堂等等のの活活性性化化にに関関すするる法法律律第第

２２条条第第２２項項にに規規定定すするる実実演演芸芸術術のの公公演演のの用用

にに供供すするる施施設設ででああるる旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。  

 

 

 

 

(1)～(2) ≪略≫ 

(3)  家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令第５条第第

３３号号にに規規定定すするる劇劇場場ももししくくはは演演芸芸場場ままたた

はは同同条条第第４４号号にに規規定定すするる集集会会場場ももししくくはは

公公会会堂堂のいずれに該当するかの別 

 

 

 

 (4)～(6) ≪略≫ 

第１５条の２～第１７条の２ ≪略≫ 

（読替規定） 

第１８条 法附則第１５条第１項、第第９９項項、、

第第１１３３項項かからら第第１１７７項項ままでで、、第第１１９９項項、、第第

２２００項項、、第第２２４４項項、、第第２２７７項項、、第第３３１１項項かか

らら第第３３３３項項ままでで、、第第３３６６項項、、第第３３７７項項、、第第

４４１１項項ももししくくはは第第４４４４項項、第１５条の２第

２項、第１５条の３または第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５１条第２項中「または第３３

項」とあるのは「もしくは第３３項または

附則第１５条から第１５条の３までもしく

は第６３条」とする。 

第１９条～第２０条の２ ≪略≫ 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第２１条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

３ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項、、付則第４条の３第１項おおよよ

びび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第２１条第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の８第１項前
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の１０第１項、付則第４条第１項おおよよびび

付則第４条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第

１９条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

および付則第２１条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第２１条の２ 昭和６３年度から令令和和１１１１年年

度度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等

（租税特別措置法第３１条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をい

う。以下この条において同じ。）をした場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項

に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を

受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第１

項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当

する額とする。 

(1)～(2) ≪略≫ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令令和和１１

１１年年度度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の

段、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、付則第４条第１項、、付則第４条の３

第１項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第１９条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条

の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額および付則第２１条第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第２１条の２ 昭和６３年度から令令和和８８年年度度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第３１条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所

得を除く。次項において同じ。）に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次のの各各号号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

(1)～(2) ≪略≫ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令令和和８８

年年度度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の
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２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ ≪略≫ 

第２１条の３ ≪略≫ 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第２２条 ≪略≫ 

２～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項および付則第第４４条条のの３３第第１１項項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第２２条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の

８第１項前段、第３４条の９、第３４条

の１０第１項、付則第４条第１項おおよよびび

付則第４条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第

２２条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

および付則第２２条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２３条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項おおよよびび付則第４条の３第１項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第２３条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の

８第１項前段、第３４条の９、第３４条

の１０第１項、付則第４条第１項おおよよびび

付則第４条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第

２３条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の８第１項後段中

２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ ≪略≫ 

第２１条の３ ≪略≫ 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第２２条 ≪略≫ 

２～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項および付則第第４４条条のの３３のの２２第第

１１項項の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額および付則第２２条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４

条の８第１項前段、第３４条の９、第３

４条の１０第１項、付則第４条第１項、、

付則第４条の３第１項おおよよびび付付則則第第４４条条

のの３３のの２２第第１１項項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額ならびに付則第２２条

第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の８第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額およ

び付則第２２条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２３条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項、、付則第４条の３第１項おおよよ

びび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第２３条第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の８第１項前

段、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、付則第４条第１項、、付則第４条の３

第１項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第２３条第１項の規定に
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「所得割の額」とあるのは「所得割の額

および付則第２３条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

第２３条の２ ≪略≫ 

（先物取引に係る雑所得に係る個人の市民

税の課税の特例） 

第２４条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項おおよよびび付則第４条の３第１項

の規定の適用については、第３４条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額および付則第２４条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の

８第１項前段、第３４条の９、第３４条

の１０第１項、付則第４条第１項おおよよびび

付則第４条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第

２４条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

および付則第２４条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

（特例適用利子等および特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２４条の２ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項おおよよびび第４条の３第１

項の規定の適用については、第３４条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額および付則第２４条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の８第１項前段、第３４条の９、第

３４条の１０第１項ならびに付則第４条

第１項おおよよびび第４条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額ならび

よる市民税の所得割の額」と、第３４条

の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額および付則第２３条第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

第２３条の２ ≪略≫ 

（先物取引に係る雑所得に係る個人の市民

税の課税の特例） 

第２４条 ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項、付則第

４条第１項、、付則第４条の３第１項おおよよ

びび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第２４条第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の８第１項前

段、第３４条の９、第３４条の１０第１

項、付則第４条第１項、、付則第４条の３

第１項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第２４条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条

の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額および付則第２４条第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

（特例適用利子等および特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２４条の２ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項、、第４条の３第１項おお

よよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適用

については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第２４条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の８第１項

前段、第３４条の９、第３４条の１０第

１項ならびに付則第４条第１項、、第４条

の３第１項おおよよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項
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に付則第２４条の２第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第３４条の８

第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額および付則第２４条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

３～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項おおよよびび第４条の３第１

項の規定の適用については、第３４条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額および付則第２４条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の８第１項前段、第３４条の

９、第３４条の１０第１項ならびに付則

第４条第１項おおよよびび第４条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

ならびに付則第２４条の２第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の８第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額および付則第２

４条の２第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

（条約適用利子等および条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２４条の３ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項おおよよびび第４条の３第１

項の規定の適用については、第３４条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額および付則第２４条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の８第１項前段、第３４条の９、第

３４条の１０第１項ならびに付則第４条

第１項おおよよびび第４条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額ならび

に付則第２４条の３第１項の規定による

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第２４条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の８第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額および付則第２４

条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

３～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項、、第４条の３第１項おお

よよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適用

については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第２４条の２第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の８第

１項前段、第３４条の９、第３４条の１

０第１項ならびに付則第４条第１項、、第

４条の３第１項おおよよびび第第４４条条のの３３のの２２第第

１１項項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額ならびに付則第２４条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の８第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第２４条の２第３項後段の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

（条約適用利子等および条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第２４条の３ ≪略≫ 

２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項、、第４条の３第１項おお

よよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適用

については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第２４条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の８第１項

前段、第３４条の９、第３４条の１０第

１項ならびに付則第４条第１項、、第４条

の３第１項おおよよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の
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改正後 改正前 

市民税の所得割の額」と、第３４条の８

第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額および付則第２４条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

３～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項おおよよびび第４条の３第１

項の規定の適用については、第３４条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額および付則第２４条の３第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の８第１項前段、第３４条の

９、第３４条の１０第１項ならびに付則

第４条第１項おおよよびび第４条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

ならびに付則第２４条の３第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の８第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額および付則第２

４条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

 

(3)～(5) ≪略≫ 

６ ≪略≫ 

第２５条～第２９条 ≪略≫ 

額ならびに付則第２４条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の８第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額および付則第２４

条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

３～４ ≪略≫ 

５ ≪略≫ 

(1) ≪略≫  

(2) 第３４条の６、第３４条の８、第３４

条の９、第３４条の１０第１項ならびに

付則第４条第１項、、第４条の３第１項おお

よよびび第第４４条条のの３３のの２２第第１１項項の規定の適用

については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則

第２４条の３第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の８第

１項前段、第３４条の９、第３４条の１

０第１項ならびに付則第４条第１項、、第

４条の３第１項おおよよびび第第４４条条のの３３のの２２第第

１１項項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額ならびに付則第２４条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の８第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額および付

則第２４条の３第３項後段の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) ≪略≫ 

６ ≪略≫ 

第２５条～第２９条 ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の草津市税条例（以下「新条例」という。）の規定

中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を

改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律
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第２２６号、次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エ

ネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１項に規

定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（草津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 草津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年草津市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

≪略≫ 

付 則  

第１条～第５条 ≪略≫ 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税に係る

草津市税条例第８２条および付則第１３条

の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
 

≪略≫ 

付 則 

第１条～第５条 ≪略≫ 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税のの種種別別

割割に係る草津市税条例第８２条および付則

第１３条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

≪略≫ ≪略≫ ≪略≫ 
 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 
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議第４０号 

 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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専決処分の承認を求めることについて  

 本市は、草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について緊急に執行する必要があり、

議会を招集する時間的余裕がなかったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により専第３号で専決処分したから、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し、

その承認を求める。 

  

31



 
 

専第 ３ 号 

 

 

草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を早急に制定する必要が生じたので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年３月３１日 

 

 

 

                                           草津市長 橋 川  渉 
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草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 草津市国民健康保険税条例（昭和３０年草津市条例第２６号）の一部を次の表のように改正す

る。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条 ≪略≫ 

（課税額） 

第２条 ≪略≫ 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計において

負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）の規定による国民健康保険事業

費納付金（以下この条において「国民健

康保険事業費納付金」という。）の納付

に要する費用のうち、県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「高齢者医療確保

法」という。）の規定による後期高齢者

支援金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）、、病床転換支

援金等の納付に要する費用、、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（以下この条において「介護納

付金」という。）おおよよびび子子どどもも・・子子育育てて

支支援援法法（（平平成成２２４４年年法法律律第第６６５５号号））のの規規

定定にによよるる子子どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金（（以以

下下ここのの条条ににおおいいてて「「子子どどもも・・子子育育てて支支援援

納納付付金金」」とといいうう。。））の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

(2)～(3) ≪略≫ 

((44))  子子どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額（（国国

民民健健康康保保険険税税ののううちち、、国国民民健健康康保保険険事事業業

費費納納付付金金のの納納付付にに要要すするる費費用用（（県県のの国国民民

健健康康保保険険にに関関すするる特特別別会会計計ににおおいいてて負負担担

すするる子子どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金のの納納付付にに

要要すするる費費用用にに充充ててるる部部分分にに限限るる。。））にに充充

ててるるたためめのの国国民民健健康康保保険険税税のの課課税税額額ををいい

うう。。以以下下同同じじ。。））  

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）およびその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき

第１条 ≪略≫ 

（課税額） 

第２条 ≪略≫ 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計において

負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）の規定による国民健康保険事業

費納付金（以下この条において「国民健

康保険事業費納付金」という。）の納付

に要する費用のうち、県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「高齢者医療確保

法」という。）の規定による後期高齢者

支援金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）おおよよびび病床転

換支援金等の納付に要する費用ななららびびにに

介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下この条におい

て「介護納付金」という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

 

 

 

 

(2)～(3) ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）およびその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき
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改正後 改正前 

算定した所得割額ならびに被保険者均等割

額および世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が６６７７万万円円を超える場

合においては、基礎課税額は、６６７７万万円円と

する。 

３～４ ≪略≫ 

５５  第第１１項項第第４４号号のの子子どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付

金金課課税税額額はは、、世世帯帯主主（（前前条条第第２２項項のの世世帯帯主主

をを除除くく。。））おおよよびびそそのの世世帯帯にに属属すするる国国民民健健

康康保保険険のの被被保保険険者者ににつつきき算算定定ししたた所所得得割割額額

ななららびびにに被被保保険険者者均均等等割割額額おおよよびび世世帯帯別別平平

等等割割額額のの合合算算額額にに、、当当該該世世帯帯にに属属すするる１１８８

歳歳以以上上被被保保険険者者（（地地方方税税法法（（昭昭和和２２５５年年法法

律律第第２２２２６６号号。。以以下下「「法法」」とといいうう。。））第第７７

００３３条条のの４４第第３３００項項にに規規定定すするる１１８８歳歳以以上上

被被保保険険者者ををいいうう。。以以下下同同じじ。。））ににつつきき算算定定

ししたた１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者均均等等割割額額をを加加算算しし

たた額額ととすするる。。たただだしし、、加加算算後後のの額額がが３３万万円円

をを超超ええるる場場合合ににおおいいててはは、、子子どどもも・・子子育育てて

支支援援納納付付金金課課税税額額はは、、３３万万円円ととすするる。。  

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る法法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額および

山林所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額および

山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に１００分の

６．９を乗じて算定する。 

 

 

２ ≪略≫ 

第４条 ≪略≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

第５条 ≪略≫ 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であつて、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属する者をいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であつて同日の属する月（以

下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者のいない場

算定した所得割額ならびに被保険者均等割

額および世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が６６６６万万円円を超える場

合においては、基礎課税額は、６６６６万万円円と

する。 

３～４ ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地地方方税税法法

（（昭昭和和２２５５年年法法律律第第２２２２６６号号。。以以下下「「法法」」

とといいうう。。））第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額および山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後

の総所得金額および山林所得金額の合計額

（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の６．９を乗じて算定す

る。 

２ ≪略≫ 

第４条 ≪略≫ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額） 

第５条 ≪略≫ 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であつて、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属する者をいう。以下同

じ。）と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であつて同日の属する月（以

下この号において「特定月」という。）

以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者のいない場
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改正後 改正前 

合に限る。）をいう。以下同じ。）およ

び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であつて特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以以下下同同

じじ。）をいう。）以外の世帯 １世帯に

ついて １９，０００円 

(2)～(3) ≪略≫ 

第５条の２～第５条の７ ≪略≫ 

（（国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの所所得得割割額額））  

第第５５条条のの８８  第第２２条条第第５５項項のの所所得得割割額額はは、、基基

礎礎控控除除後後のの総総所所得得金金額額等等にに１１００００分分のの００．．

２２５５をを乗乗じじてて算算定定すするる。。  

（（国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険者者均均等等割割

額額））    

第第５５条条のの９９ 第第２２条条第第５５項項のの被被保保険険者者均均等等割割

額額はは、、被被保保険険者者１１人人ににつついいてて１１，，２２２２１１円円

ととすするる。。  

（（１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・子子育育

てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者

均均等等割割額額））  

第第５５条条のの１１００  第第２２条条第第５５項項のの１１８８歳歳以以上上被被

保保険険者者均均等等割割額額はは、、１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者１１

人人ににつついいてて５５４４円円ととすするる。。  

（（国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの世世帯帯別別平平等等割割

額額））  

第第５５条条のの１１１１  第第２２条条第第５５項項のの世世帯帯別別平平等等割割

額額はは、、次次のの各各号号にに掲掲げげるる世世帯帯のの区区分分にに応応

じじ、、そそれれぞぞれれ当当該該各各号号にに定定めめるる額額ととすするる。。  

((11))  特特定定世世帯帯おおよよびび特特定定継継続続世世帯帯以以外外のの  

世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ７７５５４４円円  

((22))  特特定定世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ３３７７７７円円  

((33))  特特定定継継続続世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ５５６６

５５円円 

第６条～第１６条 ≪略≫ 

（国民健康保険税の減額） 

第１７条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からアおよびイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６６７７

万万円円を超える場合は、６６７７万万円円）、同条第

合に限る。）をいう。以下同じ。）およ

び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であつて特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をい

う。）以外の世帯 １世帯について １

９，０００円 

(2)～(3) ≪略≫ 

第５条の２～第５条の７ ≪略≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条～第１６条 ≪略≫ 

（国民健康保険税の減額） 

第１７条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からアおよびイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６６６６

万万円円を超える場合は、６６６６万万円円）、同条第
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改正後 改正前 

３項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウおよびエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２６万円を超える

場合は、２６万円）、、同条第４項本文の介

護納付金課税額からオおよびカに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が

１７万円を超える場合は、１７万円）なならら

びびにに同同条条第第５５項項本本文文のの子子どどもも・・子子育育てて支支援援

納納付付金金課課税税額額かかららキキかかららケケままででにに掲掲げげるる額額

をを減減額額ししてて得得たた額額（（当当該該減減額額ししてて得得たた額額がが

３３万万円円をを超超ええるる場場合合はは、、３３万万円円））の合算額

とする。 

(1) ≪略≫ 

ア～カ ≪略≫ 

キキ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険

者者均均等等割割額額  被被保保険険者者（（第第１１条条第第２２項項

にに規規定定すするる世世帯帯主主をを除除くく。。））１１人人ににつつ

いいてて  ８８５５５５円円  

クク  １１８８歳歳以以上上被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの１１８８歳歳以以上上

被被保保険険者者均均等等割割額額  １１８８歳歳以以上上被被保保険険

者者（（第第１１条条第第２２項項にに規規定定すするる世世帯帯主主をを

除除くく。。））１１人人ににつついいてて  ３３８８円円  

ケケ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの世世帯帯別別

平平等等割割額額  次次にに掲掲げげるる世世帯帯のの区区分分にに応応

じじ、、そそれれぞぞれれにに定定めめるる額額  

((アア))  特特定定世世帯帯おおよよびび特特定定継継続続世世帯帯以以

外外のの世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ５５２２８８

円円  

((イイ))  特特定定世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ２２

６６４４円円  

((ウウ))  特特定定継継続続世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  

３３９９６６円円  

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額および山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者ならびにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者および

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあつては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者および特定同一世

帯所属者１人につき３３１１万万円円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

３項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウおよびエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２６万円を超える

場合は、２６万円）ななららびびにに同条第４項本

文の介護納付金課税額からオおよびカに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１７万円を超える場合は、１７万

円）の合算額とする。 

 

 

 

 

(1) ≪略≫  

ア～カ ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額および山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者ならびにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者および

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあつては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者および特定同一世

帯所属者１人につき３３００万万５５千千円円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前号に該当する者を除く。） 
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改正後 改正前 

ア～カ ≪略≫ 

キキ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険

者者均均等等割割額額  被被保保険険者者（（第第１１条条第第２２項項

にに規規定定すするる世世帯帯主主をを除除くく。。））１１人人ににつつ

いいてて  ６６１１１１円円  

クク  １１８８歳歳以以上上被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの１１８８歳歳以以上上

被被保保険険者者均均等等割割額額  １１８８歳歳以以上上被被保保険険

者者（（第第１１条条第第２２項項にに規規定定すするる世世帯帯主主をを

除除くく。。））１１人人ににつついいてて  ２２７７円円  

ケケ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの世世帯帯別別

平平等等割割額額  次次にに掲掲げげるる世世帯帯のの区区分分にに応応

じじ、、そそれれぞぞれれにに定定めめるる額額  

((アア))  特特定定世世帯帯おおよよびび特特定定継継続続世世帯帯以以

外外のの世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ３３７７７７

円円  

((イイ))  特特定定世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  １１

８８９９円円  

((ウウ))  特特定定継継続続世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  

２２８８３３円円  

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額および山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者ならびにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者および

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあつては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者および特定同一世

帯所属者１人につき５５７７万万円円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ ≪略≫ 

キキ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険

者者均均等等割割額額  被被保保険険者者（（第第１１条条第第２２項項

にに規規定定すするる世世帯帯主主をを除除くく。。））１１人人ににつつ

いいてて  ２２４４５５円円  

クク  １１８８歳歳以以上上被被保保険険者者にに係係るる子子どどもも・・

子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの１１８８歳歳以以上上

被被保保険険者者均均等等割割額額  １１８８歳歳以以上上被被保保険険

者者（（第第１１条条第第２２項項にに規規定定すするる世世帯帯主主をを

除除くく。。））１１人人ににつついいてて  １１１１円円  

ケケ  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの世世帯帯別別

ア～カ ≪略≫ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額および山林所得金額の合計額が

４３万円（納税義務者ならびにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者および

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあつては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者および特定同一世

帯所属者１人につき５５６６万万円円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ ≪略≫ 
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改正後 改正前 

平平等等割割額額  次次にに掲掲げげるる世世帯帯のの区区分分にに応応

じじ、、そそれれぞぞれれにに定定めめるる額額  

((アア))  特特定定世世帯帯おおよよびび特特定定継継続続世世帯帯以以

外外のの世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  １１５５１１

円円  

((イイ))  特特定定世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  ７７

６６円円  

((ウウ))  特特定定継継続続世世帯帯  １１世世帯帯ににつついいてて  

１１１１３３円円  

２ ≪略≫ 

(1)～(2) ≪略≫  

((33))  国国民民健健康康保保険険のの被被保保険険者者にに係係るる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険者者

均均等等割割額額  次次にに掲掲げげるる世世帯帯のの区区分分にに応応

じじ、、そそれれぞぞれれ未未就就学学児児１１人人つついいてて次次にに定定

めめるる額額  

アア  前前項項第第１１号号キキにに規規定定すするる金金額額をを減減額額

ししたた世世帯帯  １１８８３３円円  

イイ  前前項項第第２２号号キキにに規規定定すするる金金額額をを減減額額

ししたた世世帯帯  ３３００５５円円  

ウウ  前前項項第第３３号号キキにに規規定定すするる金金額額をを減減額額

ししたた世世帯帯  ４４８８８８円円  

エエ  アアかかららウウままででにに掲掲げげるる世世帯帯以以外外のの世世

帯帯  ６６１１１１円円  

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に令

第５６条の８９第４項に規定する出産被保

険者（以下「出産被保険者」という。）が

属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額ななららびびにに被保険者均等割

額おおよよびび１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者均均等等割割額額（第

１項に規定する金額を減額するものとした

場合にあつては、その減額後の被保険者均

等割額おおよよびび１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者均均等等割割

額額）は、当該所得割額ななららびびにに被保険者均

等割額おおよよびび１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者均均等等割割額額

から、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基

礎課税額の所得割額 当該出産被保険者

につき第３条の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の出産の予定日（地方税法施行規則

第第２２４４条条のの３３００のの６６に定める場合には、

出産の日。以下同じ。）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ≪略≫ 

(1)～(2) ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に令

第５６条の８９第４項に規定する出産被保

険者（以下「出産被保険者」という。）が

属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額おおよよびび被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあつては、その減額後の被保険

者均等割額）は、当該所得割額おおよよびび被保

険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

 

 

 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基

礎課税額の所得割額 当該出産被保険者

につき第３条の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の出産の予定日（地方税法施行規則

第第２２４４条条のの３３００のの５５に定める場合には、

出産の日。以下同じ。）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出産予
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定月の翌々月までの期間（以下「産前産

後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) ≪略≫  

((77))  国国民民健健康康保保険険のの出出産産被被保保険険者者にに係係るる子子

どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの所所得得割割

額額  当当該該出出産産被被保保険険者者ににつつきき第第５５条条のの８８

のの規規定定にによよりり算算定定ししたた所所得得割割額額のの１１２２分分

のの１１のの額額にに、、当当該該出出産産被被保保険険者者のの産産前前産産

後後期期間間ののううちち当当該該年年度度にに属属すするる月月数数をを乗乗

じじてて得得たた額額  

((88))  国国民民健健康康保保険険のの出出産産被被保保険険者者にに係係るる子子

どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険

者者均均等等割割額額  当当該該出出産産被被保保険険者者ににつつきき第第

５５条条のの９９のの規規定定にによよりり算算定定ししたた被被保保険険者者

均均等等割割額額（（第第１１項項にに規規定定すするる金金額額をを減減額額

すするるももののととししたた場場合合ににああつつててはは、、そそのの減減

額額後後のの被被保保険険者者均均等等割割額額））のの１１２２分分のの１１

のの額額にに、、当当該該出出産産被被保保険険者者のの産産前前産産後後期期

間間ののううちち当当該該年年度度にに属属すするる月月数数をを乗乗じじてて

得得たた額額  

((99))  国国民民健健康康保保険険のの出出産産被被保保険険者者にに係係るる子子

どどもも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの１１８８歳歳

以以上上被被保保険険者者均均等等割割額額  当当該該出出産産被被保保険険

者者ににつつきき第第５５条条のの１１００のの規規定定にによよりり算算定定

ししたた１１８８歳歳以以上上被被保保険険者者均均等等割割額額（（第第１１

項項にに規規定定すするる金金額額をを減減額額すするるももののととししたた

場場合合ににああつつててはは、、そそのの減減額額後後のの１１８８歳歳以以

上上被被保保険険者者均均等等割割額額））のの１１２２分分のの１１のの額額

にに、、当当該該出出産産被被保保険険者者のの産産前前産産後後期期間間のの

ううちち当当該該年年度度にに属属すするる月月数数をを乗乗じじてて得得たた

額額  

４４  国国民民健健康康保保険険税税のの納納税税義義務務者者のの属属すするる世世

帯帯内内にに１１８８歳歳にに達達すするる日日以以後後のの最最初初のの３３月月

３３１１日日以以前前ででああるる被被保保険険者者（（以以下下「「１１８８歳歳

未未満満被被保保険険者者」」とといいうう。。））ががああるる場場合合ににおお

けけるる当当該該納納税税義義務務者者にに対対ししてて課課すするる子子どど

もも・・子子育育てて支支援援納納付付金金課課税税額額のの被被保保険険者者均均

等等割割額額（（当当該該納納税税義義務務者者のの世世帯帯にに属属すするる１１

８８歳歳未未満満被被保保険険者者ににつつきき算算定定ししたた被被保保険険者者

均均等等割割額額（（前前３３項項にに規規定定すするる金金額額をを減減額額すす

るるととししたた場場合合ににああつつててはは、、そそのの減減額額後後のの被被

保保険険者者均均等等割割額額））にに限限るる。。））はは、、当当該該被被保保

険険者者均均等等割割額額かからら、、当当該該被被保保険険者者均均等等割割額額

にに相相当当すするる額額をを減減額額ししてて得得たた額額ととすするる。。  

第１７条の２～第２２条 ≪略≫  

付 則 

定月の翌々月までの期間（以下「産前産

後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条の２～第２２条 ≪略≫ 

付 則 
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１～３ ≪略≫ 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第５条の

２、第５条の５、、第第５５条条のの８８および第１７

条の規定の適用については、第３条第１項

中「および山林所得金額」とあるのは「お

よび山林所得金額ならびに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「または山林所得金額」とある

のは「もしくは山林所得金額または法附則

第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、第１７条第

１項中「および山林所得金額」とあるのは

「および山林所得金額ならびに法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

５ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第５条の２、第

５条の５、、第第５５条条のの８８および第１７条の規

定の適用については、第３条第１項中「お

よび山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「および山林所得金額なら

びに法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項も

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項または第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額。

以下この項において「控除後の長期譲渡所

得の金額」という。）の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「および山林所得

金額の合計額（」とあるのは「および山林

所得金額ならびに控除後の長期譲渡所得の

１～３ ≪略≫ 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民 

健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第５条の

２、第５条の５および第１７条の規定の適

用については、第３条第１項中「および山

林所得金額」とあるのは「および山林所得

金額ならびに法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中

「または山林所得金額」とあるのは「もし

くは山林所得金額または法附則第３３条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、第１７条第１項中「お

よび山林所得金額」とあるのは「および山

林所得金額ならびに法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

５ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第５条の２、第

５条の５および第１７条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「および山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「および山林所得金額ならびに法附則第３

４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項もしくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第

３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項また

は第３６条の規定に該当する場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額。以下この項にお

いて「控除後の長期譲渡所得の金額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「および山林所得金額の合計額

（」とあるのは「および山林所得金額なら

びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額
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金額の合計額（」と、同条第２項中「また

は山林所得金額」とあるのは「もしくは山

林所得金額または法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第１７

条第１項中「および山林所得金額」とある

のは「および山林所得金額ならびに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額」とする。 

６ ≪略≫ 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の２第５項の一般株式

等に係る譲渡所得等を有する場合における

第３条、第５条の２、第５条の５、、第第５５条条

のの８８および第１７条の規定の適用について

は、第３条第１項中「および山林所得金

額」とあるのは「および山林所得金額なら

びに法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条

の２第２項」と、同条第２項中「または山

林所得金額」とあるのは「もしくは山林所

得金額または法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第１７条第１項中「および山林所

得金額」とあるのは「および山林所得金額

ならびに法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の２の２第５項の上場

株式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第５条の２、第５条の５、、第第

５５条条のの８８および第１７条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「および山林所得

金額」とあるのは「および山林所得金額な

らびに法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中

「または山林所得金額」とあるのは「もし

くは山林所得金額または法附則第３５条の

（」と、同条第２項中「または山林所得金

額」とあるのは「もしくは山林所得金額ま

たは法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」と、第１７条第１項中

「および山林所得金額」とあるのは「およ

び山林所得金額ならびに法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額」とす

る。 

６ ≪略≫ 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の２第５項の一般株式

等に係る譲渡所得等を有する場合における

第３条、第５条の２、第５条の５および第

１７条の規定の適用については、第３条第

１項中「および山林所得金額」とあるのは

「および山林所得金額ならびに法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「または山林所得金額」

とあるのは「もしくは山林所得金額または

法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第１

７条第１項中「および山林所得金額」とあ

るのは「および山林所得金額ならびに法附

則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の２の２第５項の上場

株式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第５条の２、第５条の５およ

び第１７条の規定の適用については、第３

条第１項中「および山林所得金額」とある

のは「および山林所得金額ならびに法附則

第３５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、同条第２項中「または山林所得

金額」とあるのは「もしくは山林所得金額

または法附則第３５条の２の２第５項に規
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２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第１７条第１項中

「および山林所得金額」とあるのは「およ

び山林所得金額ならびに法附則第３５条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

９ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得または雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の２、第５条の５、、

第第５５条条のの８８および第１７条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「および山林所

得金額」とあるのは「および山林所得金額

ならびに法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条

の２第２項」と、同条第２項中「または山

林所得金額」とあるのは「もしくは山林所

得金額または法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、第１７条第１項中「および山林所得金

額」とあるのは「および山林所得金額なら

びに法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得または雑所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第５条の５、、第第５５条条のの８８

および第１７条の規定の適用については、

第３条第１項中「および山林所得金額」と

あるのは「および山林所得金額ならびに法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「または山林所得金

額」とあるのは「もしくは山林所得金額ま

たは法附則第３３条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、第１

７条第１項中「および山林所得金額」とあ

るのは「および山林所得金額ならびに法附

則第３３条の３第５項に規定する土地等に

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第１７条第１項中「および山林所

得金額」とあるのは「および山林所得金額

ならびに法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

９ 世帯主またはその世帯に属する国民健康

保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得または雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の２、第５条の５お

よび第１７条の規定の適用については、第

３条第１項中「および山林所得金額」とあ

るのは「および山林所得金額ならびに法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「または山林所得金

額」とあるのは「もしくは山林所得金額ま

たは法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、第１

７条第１項中「および山林所得金額」とあ

るのは「および山林所得金額ならびに法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得または雑所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第５条の５および第１７

条の規定の適用については、第３条第１項

中「および山林所得金額」とあるのは「お

よび山林所得金額ならびに法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第

２項中「または山林所得金額」とあるのは

「もしくは山林所得金額または法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、第１７条第１項中

「および山林所得金額」とあるのは「およ

び山林所得金額ならびに法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得
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係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１１ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第１２

条第５項に規定する特例適用利子等または

同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得および雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の２、第５条の５、、

第第５５条条のの８８および第１７条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「山林所得金額ならびに外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項（同法第１２条第５

項および第１６条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条および第１７条第１項に

おいて「特例適用利子等の額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるの

は「山林所得金額ならびに特例適用利子等

の額の合計額（」と、同条第２項中「また

は山林所得金額」とあるのは「もしくは山

林所得金額または特例適用利子等の額」

と、第１７条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額ならびに特例適用

利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１２ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

第８条第４項に規定する特例適用配当等、

同法第１２条第６項に規定する特例適用配

当等または同法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

および雑所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第５条の５、、第第５５条条のの８８

および第１７条第１項の規定の適用につい

等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１１ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第１２

条第５項に規定する特例適用利子等または

同法第１６条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得および雑所得を有する場合に

おける第３条、第５条の２、第５条の５お

よび第１７条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「山林所得

金額ならびに外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８

条第２項（同法第１２条第５項および第１

６条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額（以

下この条および第１７条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額ならびに特例適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「または山林所

得金額」とあるのは「もしくは山林所得金

額または特例適用利子等の額」と、第１７

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに特例適用利子等の

額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１２ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

第８条第４項に規定する特例適用配当等、

同法第１２条第６項に規定する特例適用配

当等または同法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等に係る利子所得、配当所得

および雑所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第５条の５および第１７

条第１項の規定の適用については、第３条
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ては、第３条第１項中「山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額ならびに外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第８条第４項（同法第１２条第６

項および第１６条第３項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用配当等

の額（以下この条および第１７条第１項に

おいて「特例適用配当等の額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるの

は「山林所得金額ならびに特例適用配当等

の額の合計額（」と、同条第２項中「また

は山林所得金額」とあるのは「もしくは山

林所得金額または特例適用配当等の額」

と、第１７条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額ならびに特例適用

配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１３ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時

所得および雑所得を有する場合における第

３条、第５条の２、第５条の５、、第第５５条条のの

８８および第１７条の規定の適用について

は、第３条第１項中「および山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「お

よび山林所得金額ならびに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「および山林所得

金額の合計額（」とあるのは「および山林

所得金額ならびに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額の合計額（」と、同条第２項中

「または山林所得金額」とあるのは「もし

くは山林所得金額または租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条

第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額ならび

に外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項（同法第１２条第６項および第１

６条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額（以

下この条および第１７条第１項において

「特例適用配当等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額ならびに特例適用配当等の額の合

計額（」と、同条第２項中「または山林所

得金額」とあるのは「もしくは山林所得金

額または特例適用配当等の額」と、第１７

条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに特例適用配当等の

額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１３ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時

所得および雑所得を有する場合における第

３条、第５条の２、第５条の５および第１

７条の規定の適用については、第３条第１

項中「および山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「および山林所得金

額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額の合計額から法第３１４条の２第

２項」と、「および山林所得金額の合計額

（」とあるのは「および山林所得金額なら

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「または山林

所得金額」とあるのは「もしくは山林所得

金額または租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等
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約適用利子等の額」と、第１７条第１項中

「および山林所得金額」とあるのは「およ

び山林所得金額ならびに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１４ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係

る利子所得、配当所得および雑所得を有す

る場合における第３条、第５条の２、第５

条の５、、第第５５条条のの８８および第１７条の規定

の適用については、第３条第１項中「およ

び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「および山林所得金額ならびに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」と、

「および山林所得金額の合計額（」とある

のは「および山林所得金額ならびに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等の額の合計額（」

と、同条第２項中「または山林所得金額」

とあるのは「もしくは山林所得金額または

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」と、

第１７条第１項中「および山林所得金額」

とあるのは「および山林所得金額ならびに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」とす

る。 

の額」と、第１７条第１項中「および山林

所得金額」とあるのは「および山林所得金

額ならびに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

１４ 世帯主またはその世帯に属する国民健

康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係

る利子所得、配当所得および雑所得を有す

る場合における第３条、第５条の２、第５

条の５および第１７条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「および山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは

「および山林所得金額ならびに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「および山

林所得金額の合計額（」とあるのは「およ

び山林所得金額ならびに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額（」と、同条第

２項中「または山林所得金額」とあるのは

「もしくは山林所得金額または租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」と、第１７条第

１項中「および山林所得金額」とあるのは

「および山林所得金額ならびに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」とする。 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の草津市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例
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による。 
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議第４２号 

 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （草津市監査委員条例の一部改正） 

第１条 草津市監査委員条例（昭和３９年草津市条例第１１号）の一部を次の表のように改正す

る。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第６条 ≪略≫ 
（請求または要求に基づく監査） 

第７条 法第７５条第１項、第９８条第２項、

第１９９条第６項および第７項、第２３５条

の２第２項、第２４２条第１項、第第２２４４３３条条

のの２２のの９９第第３３項項ならびに地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号。以下「公営企業法」

という。）第２７条の２第１項および第３４

条の規定による監査は請求または要求があ

つた日から１０日以内に着手しなければな

らない。 
第８条～第１６条 ≪略≫ 

第１条～第６条 ≪略≫ 
（請求または要求に基づく監査） 

第７条 法第７５条第１項、第９８条第２項、

第１９９条第６項および第７項、第２３５条

の２第２項、第２４２条第１項、第第２２４４３３条条

のの２２のの８８第第３３項項ならびに地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号。以下「公営企業法」

という。）第２７条の２第１項および第３４

条の規定による監査は請求または要求があ

つた日から１０日以内に着手しなければな

らない。 
第８条～第１６条 ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

（昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条

例の一部改正） 

第２条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関す

る条例（平成元年草津市条例第６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪略≫ 

（職員の賠償責任に基づく債務の免除） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第第２２４４３３条条のの２２のの８８（地方公営企業法(昭

和２７年法律第２９２号)第３４条において

準用する場合を含む。）の規定による職員の

賠償責任に基づく債務で昭和６４年１月７

日前における事由によるものは、将来に向か

つて免除する。 

第１条～第２条 ≪略≫ 

（職員の賠償責任に基づく債務の免除） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第第２２４４３３条条のの２２のの７７（地方公営企業法(昭

和２７年法律第２９２号)第３４条において

準用する場合を含む。）の規定による職員の

賠償責任に基づく債務で昭和６４年１月７

日前における事由によるものは、将来に向か

つて免除する。 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

 （草津市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第３条 草津市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年草津市条例第４号）の一

部を次の表のように改正する。 
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（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第第２２４４３３条条のの２２のの８８第第１１項項の

規定に基づき、市長もしくは市の委員会の委

員もしくは委員または市の職員（同法第第２２４４

３３条条のの２２のの９９第第３３項項の規定による賠償の命

令の対象となる者を除く。以下「市長等」と

いう。）の市に対する損害を賠償する責任の

一部を免れさせることに関し必要な事項を

定めるものとする。 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市は、市長等の市に対する損害を賠償

する責任を、市長等が職務を行うにつき善意

でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠

償の責任を負う額から、市長等に係る基準給

与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号)第第１１７７３３条条のの５５第第１１項項第第１１号号に規

定する普通地方公共団体の長等の基準給与

年額をいう。）に、次の各号に掲げる市長等

の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて

得た額を控除して得た額について免れさせ

る。 

(1)～(4) ≪略≫ 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第第２２４４３３条条のの２２のの７７第第１１項項の

規定に基づき、市長もしくは市の委員会の委

員もしくは委員または市の職員（同法第第２２４４

３３条条のの２２のの８８第第３３項項の規定による賠償の命

令の対象となる者を除く。以下「市長等」と

いう。）の市に対する損害を賠償する責任の

一部を免れさせることに関し必要な事項を

定めるものとする。 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市は、市長等の市に対する損害を賠償

する責任を、市長等が職務を行うにつき善意

でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠

償の責任を負う額から、市長等に係る基準給

与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第第１１７７３３条条のの４４第第１１項項第第１１号号に規

定する普通地方公共団体の長等の基準給与

年額をいう。）に、次の各号に掲げる市長等

の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて

得た額を控除して得た額について免れさせ

る。 

(1)～(4) ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

 （草津市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 草津市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年草津市条例第１９

号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第４条 ≪略≫ 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第第２２４４３３条条

のの２２のの９９第第８８項項の規定により、上下水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついては、議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１００

千円以上である場合とする。 

第６条～第８条 ≪略≫ 

第１条～第４条 ≪略≫ 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第第２２４４３３条条

のの２２のの８８第第８８項項の規定により、上下水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついては、議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１００

千円以上である場合とする。 

第６条～第８条 ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 
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 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議第４３号 

 

 

   草津市立地域まちづくりセンター条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市立地域まちづくりセンター条例の一部を改正する条例 

草津市立地域まちづくりセンター条例（平成２８年草津市条例第２６号）の一部を次の表のよ

うに改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 
第１条～第１４条 ≪略≫ 

別表第１（第２条関係） 
名称 位置 

≪略≫ ≪略≫ 

草津市立矢倉まちづ

くりセンター 

草草津津市市矢矢倉倉二二丁丁目目１１

番番６６号号  

≪略≫ ≪略≫ 

草津市立山田まちづ

くりセンター 

草草津津市市北北山山田田町町７７００

番番地地７７  

≪略≫ ≪略≫ 

別表第２ ≪略≫ 

第１条～第１４条 ≪略≫ 

別表第１（第２条関係） 
名称 位置 

≪略≫ ≪略≫ 

草津市立矢倉まちづ

くりセンター 

草草津津市市東東矢矢倉倉二二丁丁目目

１１３３番番６６号号  

≪略≫ ≪略≫ 

草津市立山田まちづ

くりセンター 

草草津津市市南南山山田田町町６６７７

８８番番地地  

≪略≫ ≪略≫ 

別表第２ ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 

 この条例は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 草津市立矢倉まちづくりセンターに係る改正規定 公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において規則で定める日 

(2) 草津市立山田まちづくりセンターに係る改正規定 公布の日から起算して６月を超えな

い範囲内において規則で定める日 

 

52



 
 

 

 

 

議第４４号 

 

 

   草津市税条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市税条例の一部を改正する条例 

 草津市税条例（昭和４５年草津市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分および太字部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第３４条の７ ≪略≫ 

（寄附金税額控除） 

第３４条の８ ≪略≫ 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７

第１１項（法附則第第５５条条のの６６第第３３項項ままたたはは

第第４４項項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に定めるところにより計算

した金額とする。 

第３４条の９～第３６条 ≪略≫ 

（市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３

１７条の６第１項または第４項の規定によ

り給与支払報告書または公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日

現在において給与または公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得または公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかつたもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかつた者で

社会保険料控除額（令第４８条の９の７に

規定するものを除く。）、小規模企業共済

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶

者（前年の合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。）、法第

３１４条の２第４項に規定する扶養控除額

もしくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族

をいう。第３６条の３の２第１項第３号なな

ららびびにに第３６条の３の３第１項おおよよびび第第２２

項項第第４４号号において同じ。）（前年の合計所

得金額が８５万円以下であるものに限

る。）に係るものを除く。）の控除または

これらと併せて雑損控除額もしくは医療費

第１条～第３４条の７ ≪略≫ 

（寄附金税額控除） 

第３４条の８ ≪略≫ 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７

第１１項（法附則第第５５条条のの６６第第２２項項の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金額

とする。 

第３４条の９～第３６条 ≪略≫ 

（市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３

１７条の６第１項または第４項の規定によ

り給与支払報告書または公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日

現在において給与または公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得または公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかつたもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかつた者で

社会保険料控除額（令第４８条の９の７に

規定するものを除く。）、小規模企業共済

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶

者（前年の合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。）、法第

３１４条の２第４項に規定する扶養控除額

もしくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族

をいう。第３６条の３の２第１項第３号おお

よよびび第３６条の３の３第１項において同

じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以

下であるものに限る。）に係るものを除

く。）の控除またはこれらと併せて雑損控

除額もしくは医療費控除額の控除、法第３
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改正後 改正前 

控除額の控除、法第３１３条第８項に規定

する純損失の金額の控除、同条第９項に規

定する純損失もしくは雑損失の金額の控除

もしくは第３４条の８第１項（同項第２号

に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第

２条第３項に規定する認定特定非営利活動

法人および同条第４項に規定する特例認定

特定非営利活動法人に対するものを除く。

第６項において同じ。）に係る部分を除

く。）および第２項の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額

控除額」という。）の控除を受けようとす

るものを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかつた者」とい

う。）および第２４条第２項に規定する者

（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

（二）に掲げる者を除く。）については、

この限りでない。 

２～１０ ≪略≫ 

第３６条の３ ≪略≫ 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第３６条の３の２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫ 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者

（法第３１３条第３項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるものおよび同条第

４項に規定する事業専従者に該当するも

のを除除くく。。次次条条第第１１項項第第２２号号ににおおいいてて同同

じじ。。））（（合計所得金額が１３３万円以下

であるものに限る。）の氏名 

(3)～(4) ≪略≫ 

２～４ ≪略≫ 

５ 給与所得者は、第１項および第３項の規

定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第４８条の９の７の２におい

て準用する令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて施行規則で定める

ものをいう。次次条条第第５５項項および第５３条の

１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失もしくは

雑損失の金額の控除もしくは第３４条の８

第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定

非営利活動促進法第２条第３項に規定する

認定特定非営利活動法人および同条第４項

に規定する特例認定特定非営利活動法人に

対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）および第２項

の規定により控除すべき金額（以下この条

において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下

この条において「給与所得等以外の所得を

有しなかつた者」という。）および第２４

条第２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

 

２～１０ ≪略≫ 

第３６条の３ ≪略≫ 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第３６条の３の２ ≪略≫ 

(1) ≪略≫  

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者

（法第３１３条第３項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるものおよび同条第

４項に規定する事業専従者に該当するも

のを除除きき、、合計所得金額が１３３万円以

下であるものに限る。次次条条第第１１項項ににおおいい

てて同同じじ。。）の氏名 

(3)～(4) ≪略≫  

２～４ ≪略≫ 

５ 給与所得者は、第１項および第３項の規

定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第４８条の９の７の２におい

て準用する令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて施行規則で定める

ものをいう。次次条条第第４４項項および第５３条の
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９第３項において同じ。）により提供する

ことができる。 

６ ≪略≫ 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

第第３３６６条条のの３３のの３３ 次次にに掲掲げげるる者者（（以以下下ここのの

条条ににおおいいてて「「公公的的年年金金等等受受給給者者」」とといい

うう。。））はは、、公公的的年年金金等等支支払払者者（（所所得得税税法法第第

２２００３３条条のの６６第第１１項項にに規規定定すするる申申告告書書のの提提

出出のの際際にに経経由由すすべべきき同同項項にに規規定定すするる公公的的年年

金金等等（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「公公的的年年金金等等」」

とといいうう。。））のの支支払払者者ををいいうう。。以以下下ここのの条条にに

おおいいてて同同じじ。。））かからら毎毎年年最最初初にに公公的的年年金金等等

のの支支払払をを受受けけるる日日のの前前日日ままででにに、、施施行行規規則則

でで定定めめるるととこころろにによよりり、、次次項項各各号号にに掲掲げげるる

事事項項をを記記載載ししたた申申告告書書をを、、当当該該公公的的年年金金等等

支支払払者者をを経経由由ししてて、、市市長長にに提提出出ししななけけれればば

ななららなないい。。 

((11)) 所所得得税税法法第第２２００３３条条のの６６第第１１項項のの規規定定

にによよりり同同項項にに規規定定すするる申申告告書書をを提提出出ししなな

けけれればばななららなないい者者 

 ((22)) 法法のの施施行行地地ににおおいいてて公公的的年年金金等等（（所所得得

税税法法第第２２００３３条条のの７７のの規規定定のの適適用用をを受受けけ

るるももののをを除除くく。。））のの支支払払をを受受けけるる第第２２３３

条条第第１１項項第第１１号号にに掲掲げげるる者者ででああつつてて、、特特

定定配配偶偶者者（（所所得得割割のの納納税税義義務務者者（（合合計計所所

得得金金額額がが９９００００万万円円以以下下ででああるるももののにに限限

るる。。））のの自自己己とと生生計計をを一一ににすするる配配偶偶者者

（（合合計計所所得得金金額額がが９９５５万万円円以以下下ででああるるもも

ののにに限限るる。。））ををいいうう。。次次号号おおよよびび次次項項第第

３３号号ににおおいいてて同同じじ。。））（（退退職職手手当当等等（（第第

５５３３条条のの２２にに規規定定すするる退退職職手手当当等等にに限限

るる。。以以下下ここのの号号ににおおいいてて同同じじ。。））にに係係るる

所所得得をを有有すするる者者にに限限るる。。））ままたたはは扶扶養養親親

族族（（年年齢齢１１６６歳歳未未満満のの者者ままたたはは控控除除対対象象

扶扶養養親親族族ででああつつてて退退職職手手当当等等にに係係るる所所得得

をを有有すするる者者にに限限るる。。））ももししくくはは特特定定親親族族

（（退退職職手手当当等等にに係係るる所所得得をを有有すするる者者ででああ

つつてて、、合合計計所所得得金金額額がが８８５５万万円円以以下下ででああ

るるももののにに限限るる。。））をを有有すするる者者 

 ((33)) 法法のの施施行行地地ににおおいいてて公公的的年年金金等等（（所所得得

税税法法第第２２００３３条条のの７７のの規規定定のの適適用用をを受受けけ

るるももののにに限限るる。。））のの支支払払をを受受けけるる第第２２３３

条条第第１１項項第第１１号号にに掲掲げげるる者者（（当当該該年年中中にに

支支払払をを受受けけるるべべきき当当該該公公的的年年金金等等のの額額がが

そそのの年年最最初初にに当当該該公公的的年年金金等等のの支支払払をを受受

けけるるべべきき日日のの前前日日のの現現況況ににおおいいてて令令第第４４

９第３項において同じ。）により提供する

ことができる。 

６ ≪略≫ 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

第第３３６６条条のの３３のの３３  所所得得税税法法第第２２００３３条条のの６６

第第１１項項のの規規定定にによよりり同同項項にに規規定定すするる申申告告書書

をを提提出出ししななけけれればばななららなないい者者ままたたはは法法のの施施

行行地地ににおおいいてて同同項項にに規規定定すするる公公的的年年金金等等

（（所所得得税税法法第第２２００３３条条のの７７のの規規定定のの適適用用をを

受受けけるるももののをを除除くく。。以以下下ここのの項項ににおおいいてて

「「公公的的年年金金等等」」とといいうう。。））のの支支払払をを受受けけるる

者者ででああつつてて、、特特定定配配偶偶者者（（所所得得割割のの納納税税義義

務務者者（（合合計計所所得得金金額額がが９９００００万万円円以以下下ででああ

るるももののにに限限るる。。））のの自自己己とと生生計計をを一一ににすするる

配配偶偶者者（（退退職職手手当当等等（（第第５５３３条条のの２２にに規規定定

すするる退退職職手手当当等等にに限限るる。。以以下下ここのの項項ににおおいい

てて同同じじ。。））にに係係るる所所得得をを有有すするる者者ででああつつ

てて、、合合計計所所得得金金額額がが９９５５万万円円以以下下ででああるるもも

ののにに限限るる。。））ををいいうう。。第第２２号号ににおおいいてて同同

じじ。。））ままたたはは扶扶養養親親族族（（年年齢齢１１６６歳歳未未満満のの

者者ままたたはは控控除除対対象象扶扶養養親親族族ででああつつてて退退職職手手

当当等等にに係係るる所所得得をを有有すするる者者にに限限るる。。））ももしし

くくはは特特定定親親族族（（退退職職手手当当等等にに係係るる所所得得をを有有

すするる者者ででああつつてて、、合合計計所所得得金金額額がが８８５５万万円円

以以下下ででああるるももののにに限限るる。。））をを有有すするる者者（（以以

下下ここのの条条ににおおいいてて「「公公的的年年金金等等受受給給者者」」とと

いいうう。。））でで市市内内にに住住所所をを有有すするるももののはは、、当当

該該申申告告書書のの提提出出のの際際にに経経由由すすべべきき所所得得税税法法

第第２２００３３条条のの６６第第１１項項にに規規定定すするる公公的的年年金金

等等のの支支払払者者（（以以下下ここのの条条ににおおいいてて「「公公的的年年

金金等等支支払払者者」」とといいうう。。））かからら毎毎年年最最初初にに公公

的的年年金金等等のの支支払払をを受受けけるる日日のの前前日日ままででにに、、

施施行行規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、次次にに掲掲げげ

るる事事項項をを記記載載ししたた申申告告書書をを、、当当該該公公的的年年金金

等等支支払払者者をを経経由由ししてて、、市市長長にに提提出出ししななけけれれ

ばばななららなないい。。  

((11))  当当該該公公的的年年金金等等支支払払者者のの名名称称  

((22))  特特定定配配偶偶者者のの氏氏名名  

((33))  扶扶養養親親族族ままたたはは特特定定親親族族のの氏氏名名  

((44))  そそのの他他施施行行規規則則でで定定めめるる事事項項  
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８８条条のの９９のの７７のの３３にに定定めめるる金金額額にに満満たたなな

いい者者をを除除くく。。））ででああつつてて、、障障害害者者、、寡寡婦婦

ももししくくははひひととりり親親にに該該当当すするる者者ままたたはは特特

定定配配偶偶者者ももししくくはは扶扶養養親親族族（（年年齢齢１１６６歳歳

未未満満のの者者ままたたはは控控除除対対象象扶扶養養親親族族にに限限

るる。。））ももししくくはは特特定定親親族族（（合合計計所所得得金金額額

がが８８５５万万円円以以下下ででああるるももののにに限限るる。。））をを

有有すするる者者 

２２ 前前項項のの規規定定にによよるる申申告告書書のの記記載載事事項項はは、、

次次にに掲掲げげるる事事項項ととすするる。。 

 ((11))  公公的的年年金金等等支支払払者者のの名名称称  

 ((22)) 公公的的年年金金等等受受給給者者がが、、法法第第３３１１４４条条のの

２２第第１１項項第第６６号号にに規規定定すするる特特別別障障害害者者まま

たたははそそのの他他のの障障害害者者にに該該当当すするる場場合合ににはは

そそのの旨旨おおよよびびそそのの該該当当すするる事事実実ななららびびにに

寡寡婦婦ままたたははひひととりり親親にに該該当当すするる場場合合ににはは

そそのの旨旨 

 ((33))  特特定定配配偶偶者者のの氏氏名名  

  ((44))  扶扶養養親親族族ままたたはは特特定定親親族族のの氏氏名名  

  ((55))  そそのの他他施施行行規規則則でで定定めめるる事事項項 

３３ 第第１１項項または法第３１７条の３の３第１

項の規定による申告書を公的年金等支払者

を経由して提出する場合において、当該申

告書に記載すべき事項がその年の前年にお

いて当該公的年金等支払者を経由して提出

した第第１１項項または同同条条第第１１項項の規定による

申告書に記載した事項と異動がないとき

は、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第２０３条の６第２項に

規定する国税庁長官の承認を受けている場

合に限り、施行規則で定めるところによ

り、第第１１項項または法第３１７条の３の３第

１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した第第１１項項または

同同条条第第１１項項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

４４ ≪略≫ 

５５ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第第４４８８条条のの９９のの８８において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該

公的年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

６６ 前項の規定の適用がある場合における第第

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２ 前前項項または法第３１７条の３の３第１項

の規定による申告書を公的年金等支払者を

経由して提出する場合において、当該申告

書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出し

た前前項項または法法第第３３１１７７条条のの３３のの３３第第１１項項

の規定による申告書に記載した事項と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第２０３条の

６第２項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限り、施行規則で定めると

ころにより、前前項項または法第３１７条の３

の３第１項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した前前項項ま

たは法法第第３３１１７７条条のの３３のの３３第第１１項項の規定に

よる申告書を提出することができる。 

３３ ≪略≫ 

４４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第第４４８８条条のの９９のの７７のの３３におい

て準用する令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

５５ 前項の規定の適用がある場合における第第

57



 
 

改正後 改正前 

４４項項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「公的年金等支払者に受理さ

れたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理された

日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

第３６条の４～第６２条 ≪略≫ 

（固定資産税の免税点） 

第６３条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋および償却資産に対して課

する固定資産税の課税標準となすべき額が

土地ままたたはは家家屋屋にあつては３０万円、償却

資産にあつては１１８８００万万円円に満たない場合

においては、固定資産税を課さない。 

 

第６３条の２～第１５５条 ≪略≫ 

付 則 

第１条～第２条の６ ≪略≫ 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

第３条 平成３０年度以以後後の各年度分の個人

の市民税に限り、法附則第４条の５第３項

の規定に該当する場合における第３４条の

２の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「までならびに法

附則第４条の５第３項の規定により読み替

えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができる。 

 

第４条～第４条の２ ≪略≫  

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

第４条の３ 平成２２年度から令令和和２２５５年年度度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第４１条または第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第

４１条第１項に規定する居住年が平成２１

年から令令和和１１２２年年までの各年である場合に

限る。）には、法附則第５条の４第５項

（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第

３３項項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「公的年金等支払者に受理さ

れたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理された

日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

第３６条の４～第６２条 ≪略≫ 

（固定資産税の免税点） 

第６３条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋および償却資産に対して課

する固定資産税の課税標準となすべき額が

土地にあつては３０万円、家家屋屋ににああつつててはは

２２００万万円円償却資産にあつては１１５５００万万円円に

満たない場合においては、固定資産税を課

さない。 

第６３条の２～第１５５条 ≪略≫ 

付 則 

第１条～第２条の６ ≪略≫ 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

第３条 平成３０年度かからら令令和和９９年年度度ままででの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

４条の５第３項の規定に該当する場合にお

ける第３４条の２の規定による控除につい

ては、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号

を除く。）」と、「まで」とあるのは「ま

でならびに法附則第４条の５第３項の規定

により読み替えて適用される法第３１４条

の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用するこ

とができる。 

第４条～第４条の２ ≪略≫  

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

第４条の３ 平成２２年度から令令和和２２００年年度度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第４１条または第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（同法第

４１条第１項に規定する居住年が平成２１

年から令令和和７７年年までの各年である場合に限

る。）には、法附則第５条の４第５項（同

条第７項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第３４
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３４条の３および第３４条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

２ ≪略≫ 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第４条の４ 第３４条の８の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第

３１４条の７第１１項第２号もしくは第３

号に掲げる場合に該当する場合または第３

４条の３第２項に規定する課税総所得金

額、課税退職所得金額および課税山林所得

金額を有しない場合であつて、当該納税義

務者の前年中の所得について、付則第１３

条の３第１項、付則第１３条の４第１項、

付則第２１条第１項、付則第２２条第１

項、付則第２３条第１項、付則第２３条の

２第１項、、付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項または

付則第２４条第１項の規定の適用を受ける

ときは、第３４条の８第２項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第第５５条条のの６６

第第３３項項ままたたはは第第４４項項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

第４条の５～第６条 ≪略≫ 

第６条の２ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第３項

の規定による申告特例通知書の送付があつ

た場合には、法附則第７条の２第４項（（法法

附附則則第第７７条条のの３３第第３３項項ままたたはは第第４４項項のの規規定定

にによよりり読読みみ替替ええてて適適用用さされれるる場場合合をを含含

むむ。。））に規定するところにより控除すべき

額を、第３４条の８第１項および第２項の

規定を適用した場合の所得割の額から控除

するものとする。 

第７条～第２１条 ≪略≫ 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第２１条の２ ≪略≫ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１

１年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

条の３および第３４条の６の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ ≪略≫ 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第４条の４ 第３４条の８の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第

３１４条の７第１１項第２号もしくは第３

号に掲げる場合に該当する場合または第３

４条の３第２項に規定する課税総所得金

額、課税退職所得金額および課税山林所得

金額を有しない場合であつて、当該納税義

務者の前年中の所得について、付則第１３

条の３第１項、付則第１３条の４第１項、

付則第２１条第１項、付則第２２条第１

項、付則第２３条第１項、付則第２３条の

２第１項または付則第２４条第１項の規定

の適用を受けるときは、第３４条の８第２

項に規定する特例控除額は、同項の規定に

かかわらず、法附則第５条の５第２項（法

附則第第５５条条のの６６第第２２項項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に定めると

ころにより計算した金額とする。 

 

第４条の５～第６条 ≪略≫ 

第６条の２ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第３項

の規定による申告特例通知書の送付があつ

た場合には、法附則第７条の２第４項に規

定するところにより控除すべき額を、第３

４条の８第１項および第２項の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものと

する。 

 

 

第７条～第２１条 ≪略≫ 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第２１条の２ ≪略≫ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１

１年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法
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附則第第３３４４条条のの２２第第６６項項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第第３３４４条条のの

２２第第１１２２項項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ ≪略≫ 

４４  第第１１項項（（第第２２項項ににおおいいてて準準用用すするる場場合合をを

含含むむ。。））のの場場合合ににおおいいてて、、所所得得割割のの納納税税義義

務務者者がが、、租租税税特特別別措措置置法法第第３３１１条条のの２２第第２２

項項第第１１３３号号かからら第第１１５５号号ままででにに掲掲げげるる土土地地

等等のの譲譲渡渡にに該該当当すするるももののををししたたととききににおおけけ

るるそそのの譲譲渡渡ををししたた土土地地等等ががそそのの譲譲渡渡ををししたた

時時ににおおいいてて地地すすべべりり等等防防止止法法（（昭昭和和３３３３年年

法法律律第第３３００号号））第第３３条条第第１１項項のの地地すすべべりり防防

止止区区域域、、急急傾傾斜斜地地のの崩崩壊壊にによよるる災災害害のの防防止止

にに関関すするる法法律律（（昭昭和和４４４４年年法法律律第第５５７７号号））

第第３３条条第第１１項項のの急急傾傾斜斜地地崩崩壊壊危危険険区区域域、、土土

砂砂災災害害警警戒戒区区域域等等ににおおけけるる土土砂砂災災害害防防止止対対

策策のの推推進進にに関関すするる法法律律（（平平成成１１２２年年法法律律第第

５５７７号号））第第９９条条第第１１項項のの土土砂砂災災害害特特別別警警戒戒

区区域域ままたたはは特特定定都都市市河河川川浸浸水水被被害害対対策策法法

（（平平成成１１５５年年法法律律第第７７７７号号））第第５５６６条条第第１１

項項のの浸浸水水被被害害防防止止区区域域内内ににああるるととききはは、、当当

該該土土地地等等のの譲譲渡渡はは、、第第１１項項ままたたはは第第２２項項にに

規規定定すするる優優良良住住宅宅地地等等ののたためめのの譲譲渡渡ままたたはは

確確定定優優良良住住宅宅地地等等予予定定地地ののたためめのの譲譲渡渡にに該該

当当ししなないいももののととみみななすす。。  

第２１条の３～第２３条の２ ≪略≫ 

  （（特特定定暗暗号号資資産産にに係係るる譲譲渡渡所所得得等等にに係係るる個個

人人のの市市民民税税のの課課税税のの特特例例））  

第第２２３３条条のの３３  当当分分のの間間、、所所得得割割のの納納税税義義務務

者者がが前前年年中中にに租租税税特特別別措措置置法法第第３３８８条条のの２２

第第１１項項にに規規定定すするる事事業業所所得得、、譲譲渡渡所所得得ままたた

はは雑雑所所得得をを有有すするる場場合合ににはは、、当当該該事事業業所所

得得、、譲譲渡渡所所得得おおよよびび雑雑所所得得ににつついいててはは、、第第

３３３３条条第第１１項項おおよよびび第第２２項項ななららびびにに第第３３４４

条条のの３３のの規規定定ににかかかかわわららずず、、他他のの所所得得とと区区

分分しし、、前前年年中中のの当当該該事事業業所所得得のの金金額額、、譲譲渡渡

所所得得のの金金額額おおよよびび雑雑所所得得のの金金額額ととししてて令令附附

則則第第１１８８条条のの６６のの４４でで定定めめるるととこころろにによよりり

計計算算ししたた金金額額（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「特特定定

暗暗号号資資産産にに係係るる譲譲渡渡所所得得等等のの金金額額」」とといい

附則第第３３４４条条のの２２第第５５項項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第第３３４４条条のの

２２第第１１００項項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ ≪略≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１条の３～第２３条の２ ≪略≫ 
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うう。。））にに対対しし、、特特定定暗暗号号資資産産にに係係るる課課税税譲譲

渡渡所所得得等等のの金金額額（（特特定定暗暗号号資資産産にに係係るる譲譲渡渡

所所得得等等のの金金額額（（次次項項第第１１号号のの規規定定にによよりり読読

みみ替替ええてて適適用用さされれるる第第３３４４条条のの２２のの規規定定のの

適適用用ががああるる場場合合ににはは、、そそのの適適用用後後のの金金額額））

ををいいうう。。））のの１１００００分分のの３３にに相相当当すするる金金額額

にに相相当当すするる市市民民税税のの所所得得割割をを課課すするる。。  

２２  前前項項のの規規定定のの適適用用ががああるる場場合合ににはは、、次次にに

定定めめるるととこころろにによよるる。。  

  ((11))  第第３３４４条条のの２２のの規規定定のの適適用用ににつついいてて

はは、、同同条条中中「「総総所所得得金金額額」」ととああるるののはは、、

「「総総所所得得金金額額、、付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項

にに規規定定すするる特特定定暗暗号号資資産産にに係係るる譲譲渡渡所所得得

等等のの金金額額」」ととすするる。。  

  ((22))  第第３３４４条条のの６６、、第第３３４４条条のの８８、、第第３３４４

条条のの９９、、第第３３４４条条のの１１００第第１１項項、、付付則則第第

４４条条第第１１項項おおよよびび付付則則第第４４条条のの３３第第１１項項

のの規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、第第３３４４条条のの６６

中中「「所所得得割割のの額額」」ととああるるののはは「「所所得得割割のの

額額おおよよびび付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項のの規規定定

にによよるる市市民民税税のの所所得得割割のの額額」」とと、、第第３３４４

条条のの８８第第１１項項前前段段、、第第３３４４条条のの９９、、第第３３

４４条条のの１１００第第１１項項、、付付則則第第４４条条第第１１項項おお

よよびび付付則則第第４４条条のの３３第第１１項項中中「「所所得得割割のの

額額」」ととああるるののはは「「所所得得割割のの額額ななららびびにに付付

則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項のの規規定定にによよるる市市民民

税税のの所所得得割割のの額額」」とと、、第第３３４４条条のの８８第第１１

項項後後段段中中「「所所得得割割のの額額」」ととああるるののはは「「所所

得得割割のの額額おおよよびび付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項

のの規規定定にによよるる市市民民税税のの所所得得割割のの額額のの合合計計

額額」」ととすするる。。  

  ((33))  第第３３５５条条のの規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、同同

条条中中「「ままたたはは山山林林所所得得金金額額」」ととああるるののはは

「「ももししくくはは山山林林所所得得金金額額ままたたはは付付則則第第２２

３３条条のの３３第第１１項項にに規規定定すするる特特定定暗暗号号資資産産

にに係係るる譲譲渡渡所所得得等等のの金金額額」」とと、、「「ももししくく

はは山山林林所所得得金金額額」」ととああるるののはは「「、、山山林林所所

得得金金額額ももししくくはは付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項

にに規規定定すするる特特定定暗暗号号資資産産にに係係るる譲譲渡渡所所得得

等等のの金金額額」」ととすするる。。  

  ((44))  付付則則第第２２条条のの５５のの規規定定のの適適用用ににつついいてて

はは、、同同条条第第１１項項中中「「山山林林所所得得金金額額」」ととああ

るるののはは「「山山林林所所得得金金額額ななららびびにに付付則則第第２２

３３条条のの３３第第１１項項にに規規定定すするる特特定定暗暗号号資資産産

にに係係るる譲譲渡渡所所得得等等のの金金額額」」とと、、同同条条第第２２

項項中中「「所所得得割割のの額額」」ととああるるののはは「「所所得得割割

のの額額ななららびびにに付付則則第第２２３３条条のの３３第第１１項項のの
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改正後 改正前 

規規定定にによよるる市市民民税税のの所所得得割割のの額額」」ととすす

るる。。  

第２４条～第２９条 ≪略≫ 

 

 

第２４条～第２９条 ≪略≫ 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる規定に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２および第３６条の３の３の改正規定

ならびに付則第３条の改正規定および付則第４条の３第１項の改正規定ならびに次条

第１項および第２項の規定 令和９年１月１日 

(2) 第６３条の改正規定および付則第３条の規定 令和９年４月１日 

(3) 第３４条の８第２項の改正規定ならびに付則第４条の４の改正規定（「第５条の６第２

項」を「第５条の６第３項または第４項」に改める部分に限る。）、付則第６条の２の改

正規定および付則第２１条の２の改正規定ならびに次条第４項の規定 令和１０年１

月１日 

(4) 付則第４条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）および付則第２３条の２

の次に１条を加える改正規定ならびに次条第３項および第５項の規定 金融商品取引

法および資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行

の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の草津市税条例（以下「新条例」という。）第３６条の３の３第

１項および第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公

的年金等について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の草津市

税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による新条例付則第４条の３第１項の規定は、市民税の所得割の

納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１

２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６
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項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例

居住用家屋を含む。）もしくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既

存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅および同条第３５項の規定により

同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含

む。）もしくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築

等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増

改築等または当該特例増改築等に係る部分に限る。）または同条第６項に規定する認定住宅

等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項

に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用

に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第

７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２

０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特

例居住用家屋を含む。）もしくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する

既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）もしくは増改築等

をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）または同条第１０項に規定する認定住宅等

（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項

に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用

に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による新条例付則第４条の４の規定は、同号に掲げる規定の施行

の日（以下この項および第５項において「４号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

４ 新条例付則第２１条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第３号に掲 

げる規定の施行の日以後に行う新条例付則第２１条の２第１項の土地等の譲渡について適用 

する。 

５ 新条例付則第２３条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令 
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和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
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議第４５号 

 

 

   草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（令和３年草津市条例第２１号）

の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分、太字部分および破線で囲んだ部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条 ≪略≫ 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法お

よび建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号。。以以下下「「令令」」とといいうう。。）の例による。 

第３条～第１４条 ≪略≫ 

別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

≪略≫ ≪略≫ 

烏丸半島中央部

地区整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項

の規定により告示された大

津湖南都市計画烏丸半島中

央部地区計画において地区

整備計画が定められている

区域 

別表第２（第４条―第９条関係） 

１～２ ≪略≫ 

３３  烏烏丸丸半半島島中中央央部部地地区区整整備備計計画画区区域域  

制限の項目 制限の内容 

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物以外の建

築物は、建築してはならな

い。  

(1) 法別表第２（い）項第

７号に掲げる建築物  

(2) 法別表第２（は）項第

６号に掲げる建築物  

(3) 法別表第２（に）項第

３号および第４号に掲げ

る建築物  

(4) 法別表第２（へ）項第

２号に掲げる建築物以外

の原動機を使用する工

場、第３号に掲げる建築

物のうち観覧場または第

５号に掲げる建築物以外

の倉庫  

(5) 法別表第２（と）項第

４号に掲げる建築物（令

第１３０条の９における 

第１条 ≪略≫ 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法お

よび建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号）の例による。 

第３条～第１４条 ≪略≫ 

別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

≪略≫ ≪略≫ 

  

 

 

 

 

 

別表第２（第４条―第９条関係） 

１～２ ≪略≫ 
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改正後 改正前 

 商業地域の数値を超えな

い範囲内に限る。）  

(6) 令第１３０条の５の

３に掲げる建築物  

(7) 前各号の建築物に附

属する建築物 

建築物の容積率

の最高限度 

１０分の２０ 

建築物の建蔽率

の最高限度 

１０分の４ 

建築物の敷地面

積の最低限度 

１０，０００平方メートル 

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁またははこれ

に代わる柱の面から道路境

界線または隣地境界線まで

の距離は、２メートル以上

とする。 

建築物の高さの

最高限度 

１３メートル 

 

備考 表中の≪ ≫の記載は注記である。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４６号 

 

 

   契約の締結につき議決を求めることについて 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和８年６月８日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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  契約の締結につき議決を求めることについて 

草津合同ビル他解体工事請負契約を次のように締結することにつき、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第５号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または

処分に関する条例（昭和３９年草津市条例第１５号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

契約の目的 草津合同ビル他解体工事 

契約の方法 条件付一般競争入札 

契約の金額 ２４４，２０５，７２０円 

契約の相手方 草津市上笠三丁目２５番２４－２号 

ゆうあい建設株式会社 

代表取締役 中 瀬  誠 

 

 

 

（参考） 

工 事 場 所  草津市大路二丁目 

工 事 期 間  契約締結日から令和９年６月１４日まで 

工事の概要  旧草津合同ビルおよび旧草津市立第六保育所の解体工事 
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